
富山県の提案・要望
令 和 4 年 度



　本県の行政諸施策の推進につきましては、日頃格別の

御高配を賜り感謝申しあげます。

　つきましては、令和 4年度予算編成にあたり、別紙

提案・要望について、格別の御配慮を賜りますようお願い

申しあげます。

令和 3年 5月

富 山 県 知 事

富山県議会議長

新　田　八　朗

五 十 嵐　　務



目　　　次
1 　地方創生・人口減少対策の推進について ……………………… 1
2 　地方大学の振興及び若者雇用について ………………………… 2
3 　「働き方改革」の実現に向けた取組みの強化について ……… 3
4 　移住・ＵＩＪターン就職の促進と人材の確保の充実について … 4
5 　国土強靱化と地方創生のための「日本海国土軸」
　　の形成について…………………………………………………… 5
6 　国民保護及びテロ対策の推進等について……………………… 6
7 　中山間地域の活性化について …………………………………… 7
8 　総合的な少子化対策の推進について…………………………… 8
9 　北方領土の早期返還に向けた外交交渉の推進と
　　次世代後継者の積極的な育成について………………………… 9
10　地方分権改革の推進について ……………………………………10
11　地方消費者行政の推進のための支援の充実について …………11
12　通学路等における子供の安全確保のための
　　取組の推進について………………………………………………12
13　初動対応力・機動力の強化に向けた取組の推進について ……13
14　犯罪被害者等支援の推進・充実について ………………………14
15　「連携中枢都市圏」への支援について …………………………15
16　地方分権実現のための安定した地方税財政制度等
　　の確立について……………………………………………………16
17　デジタル・トランスフォーメーションの加速化について ……17
18　デジタル・トランスフォーメーションの
　　基盤となる 5Ｇの整備促進について……………………………18
19　外国人材活躍・多文化共生の推進について ……………………19
20　地震防災対策をはじめとする自然災害対策の
　　充実・強化について ………………………………………………20
21　個に応じたきめ細かな指導の充実等に向けた
　　教職員定数改善等について………………………………………21
22　ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ教育の充実について…22
23　特別支援教育等と生徒指導の充実について ……………………23
24　学校における働き方改革の推進について ………………………24
25　独立行政法人教職員支援機構の研修機能移転
　　の拡充について……………………………………………………25
26　私立学校の振興について …………………………………………26
27　「国際工芸アワードとやま」への支援について ………………27
28　地方から世界に発信する芸術文化の振興について……………28
29　「近世高岡の文化遺産群」の世界文化遺産登録
　　の推進等について…………………………………………………30
30　ユネスコ無形文化遺産等の魅力発信への支援について ………32
31　「立山・黒部－防災大国日本のモデル－」の
　　世界文化遺産登録の推進等について……………………………34
32　富山型デイサービス（共生型サービス）の全国への
　　普及による地域共生社会の構築について………………………36
33　医療・介護連携による地域包括ケアの推進
　　など高齢者施策の充実について…………………………………37
34　発達障害児者への支援の充実について …………………………38
35　障害のある人のニーズに即した福祉施策の充実について ……39
36　医療提供体制の改革について ……………………………………40



37　がん対策の推進について …………………………………………41
38　健康寿命延伸対策の充実について ………………………………42
39　医薬品産業の振興について ………………………………………43
40　食中毒被害者に対する支援策の実施など
　　食品の安全安心の確保について…………………………………44
41　農業の持続的な発展に向けた施策の強化について……………45
42　地方の実情に即した水田農業政策の充実について……………46
43　農林水産物等の輸出促進について ………………………………47
44　農山村地域等の振興対策、鳥獣被害防止対策等
　　の推進について……………………………………………………48
45　農業農村整備事業の推進について ………………………………49
46　森づくりの推進と森林整備法人への支援継続について ………50
47　水産業振興対策の推進について …………………………………51
48　イノベーションの創出とデジタル・トランスフォーメーション
　　による産業の高度化について……………………………………52
49　電力の安定供給の確保と総合的なエネルギー
　　政策の推進について………………………………………………53
50　中小企業・小規模企業の活性化の推進について ………………54
51　創業・ベンチャーの支援について ………………………………55
52　環日本海・アジア地域・米国等との経済交流及び
　　物流の活性化について……………………………………………56
53　デザインの振興について …………………………………………57
54　中心市街地と商店街の活性化について …………………………58
55　富山きときと空港における航空ネットワークの
　　充実と冬季就航率の向上について………………………………59
56　北陸新幹線の整備促進について …………………………………60
57　並行在来線への支援及び地域鉄道等の維持・活性化について …62
58　地域におけるバス路線等の地域公共交通への
　　支援の充実について………………………………………………63
59　都市基盤整備の推進について ……………………………………64
60　地方創生や国土強靱化に向けた道路整備の促進について ……66
61　東海北陸自動車道の全線四車線化について ……………………68
62　災害につよく強靱な県土づくりに向けた
　　防災・減災対策の推進について…………………………………70
63　利賀ダムの建設促進について ……………………………………72
64　ダイオキシン類対策について ……………………………………73
65　「国際拠点港湾」伏木富山港の機能強化等について …………74
66　総合的な空き家対策の推進について ……………………………76
67　「立山黒部」の高付加価値化の推進について …………………77
68　戦略的な観光地域づくりの推進について ………………………78
69　国際・広域観光の振興について …………………………………79
70　循環型社会の形成に向けた廃棄物・リサイクル
　　対策の推進について………………………………………………80
71　カーボンニュートラルの実現に向けた省エネルギー・再生可能
　　エネルギー対策や新エネルギー資源開発の推進について ……81
72　環日本海地域の環境保全施策（漂着ごみ、
　　生物多様性、ＰＭ2.5対策等）の推進について ………………82
73　自然環境保全施策（国立公園の施設整備、
　　野生鳥獣管理）の推進について…………………………………83
74　原子力防災対策の強化について …………………………………84



―　　―1

1 　地方創生・人口減少対策の推進について
（内閣官房、内閣府、国土交通省、経済産業省、総務省、財務省、厚生労働省）

　新型コロナウイルス感染症の拡大により、各地域は大きな打撃を
受けたが、今後、国と地方とが一体となって、さらなる感染の防止
とともに、再び地域の経済・社会を活性化させ、ビヨンドコロナ時代
の新たな地方創生の実現に向けて取組みを強化していく必要がある。
　富山県としては、「第 2期とやま未来創生戦略」に基づき、県民
の知恵と力を結集し、本県の自然、文化、産業など、各地域の特
色・強みを活かした持続可能で活力ある未来を創造し、ひいては日
本創生の一翼、一端を担いたいと考えており、次の事項について格
段の配慮を願いたい。

1 　地方が実施する地方創生に資するＳＤＧｓ達成やSociety
5.0の推進に向けた取組みを支援すること
2　地方財政計画の「まち・ひと・しごと創生事業費（ 1兆
円）」を継続・拡充し、地方の安定的な財政運営に必要な一
般財源を十分確保すること
3　地方創生の取組みを深化させるための交付金について、
　⑴　全体予算額を少なくとも1,000億円以上とし、所要額を

十分確保すること
　⑵　複数年度にわたる施設整備事業の採択事業数の拡大や国

予算枠の拡充、企業版ふるさと納税併用事業のインセンテ
ィブ拡充など、柔軟な運用が可能となるよう制度の改革・
拡充を図ること

⑶　申請方法・審査基準等に関するきめ細かな情報提供など、
自治体による交付金の活用を一層促進するために必要な支
援を行うこと

4　東京一極集中や地域間格差は、個々の自治体の努力だけで
は解決できない構造的な問題でもあり、国において、国土構
造の変革のために思い切った政策を展開すること
5　移住・起業支援金や女性・高齢者・障害者・就職氷河期世
代等の新規就業支援等の取組みを引き続き実施し充実させる
こと
6　地方拠点強化税制については、継続はもとより、雇用促進
税制の税額控除の大幅拡充や支援対象として移転に関連する
施設（職員住宅・社員寮など）の追加など制度をより充実さ
せること
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2 　地方大学の振興及び若者雇用について
（内閣官房、内閣府、経済産業省、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省）

　富山県では、医薬品分野で産学官が連携して取り組む「くすりの
シリコンバレーＴＯＹＡＭＡ」創造コンソーシアムによるプロジェ
クトが、国の地方大学・地域産業創生交付金の対象に選定されてお
り、早期事業化に向けた取組みを鋭意進めている。
　今後とも、地方が地元大学を中心とした地域の中核的な産業の振
興の促進や専門人材の育成・確保により地方創生を実現するため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　「くすりのシリコンバレーＴＯＹＡＭＡ」創造コンソーシ
アムが取り組むプロジェクトなど、産学官連携による取組み
を重点的に支援する「地方大学・地域産業創生交付金」につ
いては、引き続き、所要額を確実に確保すること

2　若者の地元就職や地方の大卒新卒採用充足率の向上を目的
とした「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」
について、予算額の拡充を図ること

3　魅力的な地方大学の実現、地域の雇用の創出・拡充により、
若者の地方への定着を推進するため、地域の特色・ニーズ等
を踏まえ、大胆な大学改革に取り組むこと

4　Society5.0の実現に向けて人材育成を図るため、教育・
研究環境のデジタル化・リモート化、データサイエンス教育
の推進などの取組みに対する支援の充実
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3 　「働き方改革」の実現に向けた取組みの強化について
（内閣官房、内閣府、文部科学省、厚生労働省、総務省）

　長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方、仕事と生活の調和、労
働生産性の向上など働き方改革を推進し、誰もがいつでも学び直す
ことができ、生きがいを持って活躍できる社会環境を整えることが
重要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　働き方改革の推進に係る取組みへの支援
　⑴　同一労働同一賃金の適用による非正規労働者や在職者の

処遇改善や長時間労働の是正など働きやすい職場環境づく
りに向けた取組みへの支援の充実

　⑵　サテライトオフィス勤務や、フレックスタイム、テレワ
ークなど多様で柔軟な働き方の推進への支援の充実及び副
業・兼業の普及啓発の推進

　⑶　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
の策定・公表及びその実施に係る支援の継続・充実

2　多様な働き手の活躍促進への支援
　⑴　労働者の主体的な能力開発や生産性向上に取り組む企業

を支援するため、人材開発支援助成金の拡充及び地域の産
業構造を踏まえた企業と大学等が連携した学び直しの講座
への支援などリカレント教育の充実

　⑵　民間委託訓練コースにおける、訓練実施経費の上限額及
び就職支援経費の引上げ

　⑶　地域女性活躍推進交付金総額の大幅拡充など、女性の人
材育成・キャリアアップ、再就職支援等の女性の活躍推進
に向けた取組みへの支援の充実
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4 　移住・ＵＩＪターン就職の促進と人材の確保の
　　充実について

（内閣府、総務省、国土交通省、厚生労働省）

　富山県では、国の地方創生を最大限に活かし、首都圏をはじめと
する大都市圏の若者や女性などの移住・ＵＩＪターン就職の促進、
高度専門人材を含めた本県企業が必要とする人材の確保、地域活性
化や多様な人材の確保につながるサテライトオフィスの誘致や関係
人口の創出・拡大の取組みを一層進めていくこととしている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　テレワークなど新しい働き方の拡大を踏まえて
　⑴　地方へのサテライトオフィスの誘致・開設に向けた取組

みへの支援
　⑵　関係人口の創出・拡大に向けた地方の取組みへの支援

2　地方への移住・ＵＩＪターン就職の促進のため、移住・起
業支援金制度の首都圏での周知・広報を強化するとともに、
首都圏等から地方へ人を呼び込むための施策を積極的に展開
できるよう、地方創生推進交付金など財政措置の拡充強化を
図ること

3　プロフェッショナル人材事業の財源確保
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5 　国土強靱化と地方創生のための「日本海国土軸」
　　の形成について

（内閣官房、国土交通省、経済産業省、総務省、農林水産省）

　日本海沿岸地域は、豊かな自然や文化、優れた人材に恵まれるな
ど、極めて高い発展の可能性を有している。また、対岸諸国に対し
地理的優位性を有し、環日本海・アジア諸国との経済・文化等の交
流が活性化し、環日本海交流圏の形成が進みつつある。
　しかし、太平洋沿岸地域に偏った一極一軸型の国土構造は是正さ
れず、日本海沿岸地域と太平洋沿岸地域の格差解消は大きな課題で
ある。
　ついては、太平洋側のリダンダンシーの確保、災害に強い多軸型
の国土づくり、地域経済の発展、東京一極集中の是正の観点から、
日本海沿岸地域を戦略的に位置付け、道路・港湾・空港などの社会
資本整備等による「日本海国土軸」の形成を早急に進めるため、次
の事項の実現について格段の配慮を願いたい。

1 　北陸新幹線の金沢・敦賀間の令和５年度末までの確実な開
業、敦賀・大阪間の環境アセスメントの速やかな推進と着工
５条件の早期解決による令和５年度当初の着工、大阪までの
早期全線整備
2　東海北陸自動車道の全線４車線化など太平洋側と日本海側
をつなぐ高規格道路等の整備促進
3　新湊地区 中央岸壁の大水深化や伏木地区 北防波堤・富山
地区 ２号岸壁の老朽化対策等、「国際拠点港湾」伏木富山港
の機能強化
4　富山―羽田便の便数維持及び利便性向上、関西・九州・沖
縄などへの新規路線開設、国際路線の開設及び利用促進並び
にＬＣＣ・リージョナルジェットの活用等の国内外の航空ネ
ットワークの充実による富山きときと空港の機能強化
5　日本海沖のメタンハイドレート等海洋エネルギー資源の開発
や水素エネルギー活用の促進などエネルギー基盤整備の推進
6　日本海沿岸地域を「日本海国土軸」の形成や「環日本海交
流」の推進、更には自然、文化、産業が調和した「緑の国土
軸」としても創生するため、森林等の緑地資源や自然・文化
資源の保全・活用、都市との交流連携、地方への移住の促進
を図る施策の推進
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6 　国民保護及びテロ対策の推進等について
（内閣官房、総務省、厚生労働省）

　国民保護制度が対象とする武力攻撃事態等は、国の外交政策、防
衛などと密接に関連するものであり、現行法制も、国が基本的な責
任を担うべきことを明示するなど、国の役割・責任は極めて重い。
　また、北朝鮮によるミサイル発射や核実験の実施など、その脅威
は依然として存在しており、挑発行為などがあった場合、国が覚知
した緊急情報について迅速かつ的確に伝達される必要がある。
　県・市町村は国が定めた基本方針に基づいて、国民保護計画を策定
し、住民への普及啓発、訓練などに取り組んでいるところであるが、
国民の間の国民保護に対する認知度は依然として低い状況にある。
　また、これまで国との共同による訓練を毎年開催しており、令和
3年度は国との共同による図上・実動訓練を実施する予定であるな
ど、国民保護訓練に積極的に取り組んでいるところであるが、今後
より一層、対応力の向上に努めることが重要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　国民の理解と協力を得るための普及啓発の推進

2　これまでの国と都道府県による国民保護共同訓練の成果を
ふまえたマニュアルの整備や技術的助言など、地方において
実施する国民保護訓練への一層の支援

3　ＮＢＣ攻撃に対処するための大型除染システム等の資機材
整備や天然痘ワクチン等の備蓄の充実
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7 　中山間地域の活性化について
（内閣官房、内閣府、総務省、農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省）

　山村過疎地域等を含めた中山間地域（以下「中山間地域」）は、
県土の保全や水源の涵養などの多面的機能を有する本県の貴重な財
産である。一方で、少子・高齢化や都市部近郊への人口流出、産業
の衰退による地域社会の活力低下、農林業の担い手不足による耕作
放棄地の増加、さらには、買い物や交通といった生活機能の低下な
ど、集落の維持が深刻な状況に直面している。
　このため、県では「中山間地域における持続可能な地域社会の形
成に関する条例」に基づき、中山間地域創生総合戦略を策定し、総
合的な対策に取り組むこととしている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　中山間地域において、生活物資や移動手段の確保、医療、
防災、除雪などの住民の安全・安心な暮らしが維持されるよ
う、県や市町村等が行う各種施策に対して、国が責任をもっ
て財政措置を講じること
2　中山間地域のコミュニティの維持・活性化に向け、住民主
体での地域の未来像を話し合う取組みとともに、集落支援員
の設置・活動支援や地域づくりを支える人材の確保・育成に
対する財政措置を充実させること
3　中山間地域において農業生産や棚田等の保全活動が持続的
に行われるよう、イノシシによる畦畔や水路等の掘り起こし
被害の復旧に係る加算措置の新設を含めた中山間地域等直接
支払交付金の予算を確保し十分に配分すること
4　グリーン・ツーリズムや滞在型・体験型観光、「子ども農
山漁村交流プロジェクト」等の交流人口拡大施策に対する財
政措置を充実させること
5　将来的な中山間地域における物流の多様性を確保するため
にも、無人航空機の有人地帯における目視外飛行の実現に向
けた環境整備を行うこと
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8 　総合的な少子化対策の推進について
（内閣府、厚生労働省、文部科学省、総務省）

　本県においては、子育て支援・少子化対策条例に基づき、地域が
一体となって、結婚から妊娠・出産、子育てまでの一貫した切れ目
のない少子化対策に取り組んでいるところであり、こうした地域の
実情に即した総合的な少子化対策の取組みが、円滑に推進できるよ
う、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　地域の実情に応じた少子化対策、子育て支援を行うため、
　⑴　教育・保育の質の向上や量の拡充に資する子ども・子育

て支援新制度の完全実施に向けた１兆円超の財源の確保
　⑵　放課後児童クラブや病児保育等の補助制度の拡充など地

域子ども・子育て支援事業の充実
　⑶　保育所等の整備や保育士等の人材確保・定着への支援の

拡充
　⑷　地域少子化対策重点推進交付金の拡充など、結婚から妊

娠・出産、子育てまでの一貫した切れ目のない少子化対策
の実施に対する支援の継続・充実

2　生まれ育った環境に左右されることなく、子どもたちが健
やかに育つため、

　⑴　児童相談所や市町村の体制・専門性の強化に係る財政措
置などの支援の充実・強化

　⑵　里親委託や、児童養護施設等の多機能化・小規模化など、
県が策定する社会的養育推進計画に基づく取組みに対する
財政支援などの充実・強化

　⑶　ひとり親家庭等に対する教育・経済・生活・就労支援の
強化、子どもの貧困対策への財政支援などの充実・強化

3　子育て家庭や子どもを望む家庭の経済的負担を軽減するため、
　⑴　必要な安定的財源を国の責任で確保した上で、０歳から

２歳児の保育料無償化の対象拡大
　⑵　子どもの新たな医療費助成制度の創設及び国民健康保険
制度の国庫負担減額調整措置を未就学児に限らずすべて廃止

　⑶　健康保険適用外の不妊・不育症治療への経済的負担軽減
4　企業における子育てしやすい職場環境の整備を促進するため、
　⑴　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

の策定・公表及びその実施に係る支援の継続・充実
　⑵　男性の家事・育児参画や育児休業等の取得促進に向けた

支援の継続・充実、機運の醸成、働き方改革の推進
　⑶　不妊治療の治療日数に応じた休暇制度や時間単位年次有

給休暇の企業への導入促進
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9 　北方領土の早期返還に向けた外交交渉の推進と
　　次世代後継者の積極的な育成について

（内閣府、外務省、文部科学省）

　北方領土は、私たちの祖先が切り拓いた我が国固有の領土であり、
日ロ両国間の真の友好関係を樹立するためにも早期に解決しなけれ
ばならない極めて重要な課題である。
　とりわけ本県は、歯舞群島等での昆布漁の漁場開発に取り組んだ
ことから、北方四島からの引揚者が北海道に次いで多く、その早期
返還は県民の悲願である。しかし、戦後75年が経過してもなお解決
に至っておらず、最近の外交交渉においても、残念ながら、具体的
な進展は見られない。
　元島民の高齢化が進むなかで、本県では昨年度に元島民の方々の
念願であった「富山県北方領土史料室」を整備し、次の時代を担う
後継者の育成を図るとともに、史料の散逸防止や元島民の証言等の
伝承に努めることとしている。
　領土問題の解決には、国民世論の結集や国民同士の対話と交流の
積み重ねが重要であることから、国におかれては、早期返還に向け
て、着実に外交交渉を進められるとともに、次の事項について格段
の配慮を願いたい。

1 　早期返還に向けた毅然とした外交の推進と返還要求運動の
更なる充実並びに国民世論・国際世論の高揚を図るための啓
発等の強化

2　北方領土教育の一層の充実や青少年交流の拡大など次世代
後継者の積極的な育成

3　国の四島交流事業における本県関係者の継続的な訪問や出
入域手続の簡素化
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10　地方分権改革の推進について
（内閣府、総務省）

　地方分権改革については、これまでの累次にわたる一括法の成立
により、国から地方への事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見
直しなど、その具体化に向けた取組みが進められている。
　こうした取組みの推進にあたっては、地方の実情を十分に反映し、
地方の自立と地域間格差の是正のバランスのとれた、真に国民の幸
せにつながる地方分権が推進されるような措置が適切に講じられる
必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　地方分権改革の推進において、地方の提案により事務移譲
などの制度改正を進める「提案募集方式」については、地域
の声を尊重し着実に実行すること

　　また、既に見直しが実施された項目についても、従うべき
基準を参酌基準化するなど、さらなる見直しを行うこと

2　「国と地方の協議の場」の運営にあたっては、地方に関す
る重要施策が、十分な協議のないまま実行されることがない
よう、時機を逃さず弾力的に開催し、地方の意見を適切に反
映させるよう努めるとともに、地方の実情を踏まえた政策を
立案、推進するため、地方税財政や社会保障などの特に重要
なテーマについては分科会を設置すること
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11　地方消費者行政の推進のための支援の充実について
（消費者庁、総務省）

　本県では、地方消費者行政強化交付金等を活用し、市町村と連携
して消費生活相談窓口の機能強化を図るとともに、「富山県消費者
教育推進計画」に基づき、環境教育や特殊詐欺未然防止など喫緊の
課題をはじめ、持続可能な社会の実現に向けた食品ロス削減やエシ
カル消費の推進等、消費者教育・啓発活動に重点的に取り組んでい
るところである。
　今後、高齢化の進展や、成年年齢の引下げに伴い、高齢者や社会
経験の少ない若年層の消費トラブルの増加が懸念されており、相談
窓口の強化や、高齢者や若者に対する消費者教育を一層進めていく
必要がある。
　ついては、地方における消費生活相談体制の充実・強化や、消費
者教育の展開により消費者行政を一層推進するため、次の事項につ
いて格段の配慮を願いたい。　

　地方消費者行政強化交付金の継続等引き続き必要な財源措置
を講ずるとともに、制度の改善を図ること

1　強化事業の対象については、国として取り組むべき重要な
消費者政策に限られていることから、地方の実情に応じて柔
軟に活用できるよう使途の拡充や補助率の嵩上げを図ること

2　推進事業に必要な予算を充分に確保するとともに、個別事
業ごとに設けられた活用期間の延長や支出限度額の撤廃等を
図ること
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12　通学路等における子供の安全確保のための
　　取組の推進について

（警察庁、文部科学省）

　本県では一昨年、子供の安全確保と地域防犯力の強化に関する有
識者会議を開催し、パトロール活動の充実強化や地域安全インフラ
の構築などについて提言を受けたところである。また昨年、富山県
警察の機能強化を考える懇話会を設置し、本年 2月には、地域警察
活動の充実を図るため移動交番車の積極展開を図ることなどについ
て提言を受けたところである。
　今後、これらの提言を踏まえ、防犯や交通安全における具体的な
施策に反映させていくため、市町村や関係機関・団体と一層の連
携・強化を図りながら様々な取組を推進していくこととしているが、
国においても、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　地域警察活動の充実強化を図るため、移動交番車両及び無
線警ら用車両の増強配備

2　通学路等における歩行者の安全確保のため、信号灯器の
ＬＥＤ化、制御機の更新など交通安全施設の高度化更新

3　学校や通学路における子供の安全確保のため、安全教育を
促進する施策の充実及び財政支援の拡充

4　公立学校の安全体制を確保するため、防犯対策の施設整備
に対する財政支援の充実
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13　初動対応力・機動力の強化に向けた取組の
　　推進について

（警察庁）

　本県警察では、老朽化が著しい交通機動隊庁舎を国道へのアクセ
スがよい富山市内の県有地に移転し、富山県警察機動センターとし
て整備することとしている。同センターは、新たに設置する機動警
ら隊の拠点としても活用し、事案発生時における十分な初動対応
力・機動力を確保するほか、集中的なパトロールや交通指導取締に
よる警察署への支援強化を行うこととしており、令和 3年度から建
設工事に着手することとしている。
　また、近年、凶器を使用した事件現場への出動、高齢行方不明者
の捜索活動等、警察犬出動のニーズがある一方で、嘱託警察犬指導
者の後継者不足に伴う警察犬数の減少が深刻化している現状にある
ことから、同センターの隣接地において犬舎を整備し、直轄警察犬
導入による一層効果的な運用を図る必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　富山県警察機動センターの新築整備にかかる財源措置

2　国直轄事業の警察犬及び犬舎その他必要な施設等の整備
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14　犯罪被害者等支援の推進・充実について
（警察庁、内閣府）

　犯罪のない誰もが安心して暮らせる社会の実現は、国民すべての
願いであるが、ある日突然、犯罪や交通事故等に巻き込まれるとい
った事件が後を絶たず、犯罪等の被害者やその家族、遺族の多くは、
様々な困難に直面することが少なくない。
　このため、本県においては、平成29年 4 月に施行された「富山県
犯罪被害者等支援条例」に基づき、関係機関等との連携の下、犯罪
被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進しているが、
多種多様な犯罪による被害者等に対して適切な支援を行うためには、
被害者支援に関する専門的な知識や技能を有する人材の育成が必要
である。
　また、平成30年 3 月、「性暴力被害ワンストップ支援センターと
やま」を開設し、「第 5次男女共同参画基本計画」及び、「性犯罪・
性暴力対策の強化の方針」に基づき、性暴力被害者等に対する支援
を行っているが、引き続き、人材の確保・育成や関係機関との連携
などにより安定的な運営が必要である。
　ついては、犯罪被害者等支援の推進と充実を図るため、次の事項
について格段の配慮を願いたい。

1 　犯罪被害者等支援を担う人材を養成するための体系的な研
修制度の構築

2　性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
の運営や機能の強化を図るための十分な財源の確保と財政支
援の大幅な拡充
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15　「連携中枢都市圏」への支援について
（総務省）

　本県では、平成28年10月に、高岡市、射水市、氷見市、砺波市、
小矢部市、南砺市において「とやま呉西圏域連携中枢都市圏」が、
平成30年 1 月に、富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町におい
て「富山広域連携中枢都市圏」が形成され、産業、医療、福祉、教
育、公共交通など様々な分野で連携事業に取り組んでいる。
　「とやま呉西圏域連携中枢都市圏」については、令和 3年度から、
本年 2月に策定した第 2期都市圏ビジョンに掲げる各種連携事業に
取り組むところである。
　また、県としても、連携中枢都市圏をはじめ、市町村の連携事業
について財政的に支援する制度を設けている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　連携中枢都市圏の取組みに対する財政措置の安定的な確保
及び充実

2　連携中枢都市圏等の取組みに対し、都道府県が支援する場
合の地方交付税等による財政措置の創設
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16　地方分権実現のための安定した地方税財政制度等
　　の確立について

（総務省、財務省）

　新型コロナウイルス感染症の影響による経済の下振れやそれに伴
う地方の税財源の大幅な減少も懸念されるなか、地方が責任をもっ
て、感染症の拡大防止対策はもとより、地方創生・人口減少対策を
はじめ、地域経済の活性化・雇用対策、防災・減災対策、デジタル
化の推進など地方の増大する役割に対応し、地方分権改革を実現し
ていくために、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　新型コロナウイルス感染症対策に係る地方税財政措置等
　⑴　今後の感染状況を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金」や「新型コロナウイルス感染症
緊急包括支援交付金」の確保や弾力的な運用を図ること

　⑵　地域経済と日本経済の力強い再生に向け、地域経済の活
性化や雇用対策等に配慮した総合的かつ積極的な経済対策
を講じるなど臨機応変に対応すること

　⑶　感染症により、更なる地方税収の大幅な減収などが生じ
た際には、あらためて減収補填債の対象税目等を拡充する
など、地方団体が安定的に財源を確保できるよう必要な措
置を講じること

2　令和４年度以降においても、感染症の拡大防止対策はもと
より、地方創生・人口減少対策をはじめ、感染拡大を踏まえ
た緊急事態措置や経済活動の自粛により大きな打撃を受けて
いる地域経済の活性化・雇用対策、防災・減災対策、デジタ
ル化の推進など地方の実情に沿ったきめ細かな行政サービス
を十分担えるよう、地方の財政需要を地方財政計画に的確に
反映し、安定的な財政運営に必要な地方一般財源総額を確実
に確保・充実すること
3　地方交付税の総額を拡充するとともに、財源保障機能と財
源調整機能の維持・充実を図ること。また、臨時財政対策債
については、地方の財源不足の状況に留意しながら廃止や地
方交付税の法定率の引上げも含めた抜本的な見直しを図るべ
きであり、発行額の縮減・抑制に努めるとともに償還財源を
確実に確保すること
4　公共施設等の老朽化対策をはじめとした適正管理を引き続
き推進できるよう、「公共施設等適正管理推進事業債」の継
続・拡充を図るとともに、より弾力的な運用を可能とするな
ど、地方財政措置の拡充を図ること
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17　デジタル・トランスフォーメーションの
　　加速化について
（内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）

　本県では、県民サービスの向上や地域課題の解決を図るため、地
域や産業、行政のＤＸ・生産性向上をスピード感を持って推進する
とともに、デジタル社会を支える人材の確保・育成にも取り組むこ
ととしている。
　ついては、次の事項について格段のご配慮を願いたい。

1 　地域・産業のＤＸ・生産性向上
　⑴　５Ｇの基盤整備に向けた財政的・技術的支援
　⑵　データヘルスを活用した健康寿命延伸対策の充実に対す

る支援
　⑶　ＤＸによる産業の高度化と中小企業・小規模企業の活性

化に対する支援
　⑷　ロボット・ＡＩ等を利用したスマート技術の開発促進な

ど、農林水産業の持続的な発展に向けた施策の強化
　⑸　無人航空機の有人地帯における目視外飛行の実現に向け

た環境整備
2　行政のＤＸ・生産性向上
　⑴　行政手続のオンライン化に必要となる地方自治体のシス

テム改修等に対する技術的・財政的な支援
　⑵　マイナンバーカードの取得促進に向けた、健康保険証利

用や民間サービスへの利用範囲の拡大等による利便性向上、
マイナンバー制度への理解につながる広報の一層の強化

　⑶　国が進める基幹系業務システムの標準化等により影響を
受ける地方自治体のシステムの改修等に対する技術的・財
政的な支援

　⑷　地方自治体のＡＩ・ＲＰＡ等の先進技術やビッグデータ
の活用を進めるための技術的・財政的な支援

3　デジタル社会を支える人材の確保・育成
　⑴　データサイエンス教育の推進など、Society5.0の実現

に向けた人材育成に対する支援の充実
　⑵　デジタル教科書の活用など、ＧＩＧＡスクール構想に基

づくＩＣＴ教育の充実に対する支援
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18　デジタル・トランスフォーメーションの
　　基盤となる 5Ｇの整備促進について

（総務省）

　 5Ｇ（第 5世代移動通信システム）は、デジタル・トランスフォー
メーションの加速化や様々な社会課題の解決を図るための必須の基
幹インフラであり、早期の全国展開やその利活用が期待される。
　特に、ローカル 5Ｇは、各産業、各分野におけるワイヤレス化を
促進し、業務の効率化や、新たな付加価値の創出といった効果が期
待されるが、システム構築及び維持管理費用が高額であり、企業が
導入するにあたっての課題となっている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　国主導による地域間の偏りのない５Ｇ基地局の整備

2　「課題解決型ローカル５Ｇ等の実現に向けた開発実証」等
の５Ｇ・ＩＣＴインフラを活用した地域課題解決の取組みに
対する財政的、技術的支援

3　自治体や企業におけるローカル５Ｇの導入や利活用を推進
するため、基地局の整備等に対する財政的、技術的支援
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19　外国人材活躍・多文化共生の推進について
（法務省、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省）

　本県では、コロナ禍のもと、富山県外国人材活躍・多文化共生推
進プランに基づき、国や市町村等と連携して、外国人材が活躍する
受入企業への支援とともに、外国人の地域への受入れ環境の整備を
図りたいと考えており、次の事項について、国の責任において、取
り組まれるよう格段の配慮を願いたい。

1 　首都圏等の外国人留学生を地方に還流させる取組みやアジ
ア等海外の優秀な人材を地方の企業に受け入れる取組みへの
支援を行うこと

2　外国人に対する行政・生活情報の多言語化や日本語教育な
ど、多文化共生社会の実現に向けた取組みを、地方自治体が
計画的かつ総合的に実施することができるよう、財政措置を
充実すること

3　日本語指導が必要な外国人児童生徒への支援のため、教員
の定数措置を充実すること

4　外国人の雇用の安定に向け、就労に必要な日本語能力の向
上等を図る取組みへの支援を行うこと
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20　地震防災対策をはじめとする自然災害対策の
　　充実・強化について
（内閣府、総務省、消防庁、文部科学省、国土交通省、気象庁、農林水産省、環境省）

　近年、全国的に地震や洪水、噴火などの自然災害が多発し甚大な
被害をもたらしている。本県においても、これら自然災害への対策
を進めるため、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　断層に関する調査研究等の推進
⑴　地震調査研究推進本部が調査した主要活断層のうち、補
完調査等のされていない魚津断層帯や砺波平野断層帯東部
などを含む活断層の地域評価等の実施

⑵国土地理院の 1：25,000活断層図で新たに確認された「高
岡断層」、「射水断層」など断層の実態に関する地震調査研
究推進本部としての調査・分析の推進

⑶　地震調査研究推進本部による地震規模や発生確率に関す
る長期評価等の早期公表

2　津波対策の推進
⑴　津波による被害を軽減するための観測体制の強化
⑵　津波の規模等の予測精度の向上などに関する調査研究の
推進

⑶　堆積物調査などによる過去の津波調査の実施
⑷　海岸堤防や避難拠点施設などの整備に対する財政支援
3　弥陀ヶ原の火山防災対策の推進
⑴　火山監視観測・調査研究を一元的に行う国機関の整備な
ど体制の充実強化

⑵　外国人も含めた観光客や登山者に対する効果的な情報発
信・伝達体制の充実強化

⑶　防災訓練の実施など火山防災対策の取組みに対する技術
的・財政的支援

⑷　自然環境や景観に配慮した退避壕（シェルター）等を整
備するとともに、山小屋（民間施設）を含めた避難施設へ
の財政支援の拡充

4　災害に強い公立学校施設の整備の促進
⑴　学校の耐震化や防災機能の強化を推進するための予算の
確保

⑵　避難所機能の整備に係る国庫補助の拡充
5　私立学校の耐震補強工事について、公立小中学校と同様の
国庫補助率へ引き上げるとともに、Is 値0.3以上の建物につ
いて、Is 値0.3未満と同様の国庫補助率へ引き上げること。
また、耐震改築補助制度については、時限措置を撤廃し、恒
久的な制度化を図ること
6　木造住宅の耐震化を促進するための予算の確保
7　消防団の充実強化を図るための消防団活動に協力的な事業
所に対する財政支援
8　高精度レーダー網等を活用した洪水予測システムのさらな
る高度化
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21　個に応じたきめ細かな指導の充実等に向けた
　　教職員定数改善等について

（文部科学省、総務省）

　学校教育を取り巻く複雑化・多様化する課題に的確に対応するた
め、少人数教育や小学校における教科担任制等の指導体制の充実が
図られるよう教職員定数の拡充が必要となっている。特に、外国人
児童生徒も増加傾向にある中、相談員等を含めた人的支援の充実が
必要である。
　また、教員の大量退職に伴う大量採用が今後も続く中、初任者の
指導力向上が急務となっている。
　ついては、個に応じた細かな指導の充実等に向け、次の事項につ
いて格段の配慮を願いたい。

1 　少人数教育等を確実に推進するため、地方の実情を十分聞
きながら小・中学校の学級編制の標準の見直しを進め、新た
に教職員定数改善計画を策定するとともに、その実施にあた
っては、加配定数を維持しつつ、純増での基礎定数の改善と
財源確保を図ること
2　多様な教育ニーズに対応するための教職員配置等を充実す
ること
⑴　少人数指導など指導方法の改善のための定数措置
⑵　小学校高学年における教科担任制の実施に向けた定数措置
⑶　外国人児童生徒に対する日本語指導のための定数措置及
び母語に対応できる相談員等の財政支援

⑷　統合校及び義務教育学校の運営安定化のための経過的な
定数措置

⑸　補習等のための指導員等派遣事業の拡充
⑹　学校司書配置のための財政支援措置の拡充等
⑺　地方の実情に応じ、初任者４人につき１人の初任者研修
指導教員配置となる定数措置及び財政支援措置の更なる拡充
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22　ＧＩＧＡスクール構想に基づく
　　ＩＣＴ教育の充実について

（文部科学省、総務省）

　昨年度、国においては、ＧＩＧＡスクール構想が前倒し実施され、
義務教育段階の児童生徒に 1人 1台端末の配備や、学校ネットワー
クおよび家庭でのオンライン学習環境など、令和時代のスタンダー
ドとなるＩＣＴ教育環境が整備された。今後、その環境を活かし、
全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びや、ＡＩに代替
されない創造性を育む学びの場の実現が求められる。
　本県においても、この構想に沿ったＩＣＴ環境整備を進め、県立
高等学校及び特別支援学校高等部を含む全校種の児童・生徒及び教
職員に 1人 1台端末を配備するとともに、県立高等学校ではインタ
ーネット回線を増設してオンライン環境を確保するなど、情報活用
能力などを有する人材を育てる基盤を築いたところである。
　今後、こうしたＩＣＴ環境を効果的に活用するためには、ＩＣＴ
を活用した教材の積極的な活用や指導方法の開発等を行うとともに、
教員の資質向上のための研修の充実、及び教育現場を支えるＩＣＴ
専門人材の配置を進めて行く必要がある。
　ついては、ＩＣＴ教育を充実させるため、次の事項について格段
の配慮を願いたい。

1 　デジタル教科書をはじめとする優れたＩＣＴ教材及び指導
方法の開発・提供や、教員によるＩＣＴ活用指導力や情報教
育指導力の向上のための研修の充実・支援を行うこと
2　今後需要が高まると想定される、高校や特別支援学校・学
級に対する支援に必要な専門知識・技能を持つＩＣＴ支援員
の育成・確保のための対策を講じること
3　高校を含めた全ての学校での１人１台端末の更新費用を含
めたＩＣＴ環境整備への財政支援の拡充を図ること
4　デジタル教科書の導入にあたっては、自治体の負担が生じ
ないよう国において財政支援を行うこと
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23　特別支援教育等と生徒指導の充実について
（文部科学省、総務省）

　インクルーシブ教育システムの推進に向け、特別支援教育の充実
がこれまで以上に求められており、特別な教育的ニーズのある児童
生徒に対しては、通常の学級や通級による指導、特別支援学級、特別
支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の整備とともに、特
別支援教育を充実させるための教職員の専門性の向上が必要である。
　また、いじめ、不登校などは依然として深刻な状況にあることか
ら、学校現場からスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カー等の配置拡充が求められている。
　ついては、特別支援教育等及び生徒指導をさらに充実させるため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　インクルーシブ教育システムの推進の観点から、特別支援
教育を一層充実すること
⑴　特別支援学級・通級指導等に係る教職員定数の確保及び
学級編制の標準の引下げ

⑵　特別支援教育支援員の配置に係る財政支援の拡充
⑶　教員の専門性を高めるために、特別支援学校教諭免許状
の保有率向上策の継続、及び教員研修に対する支援の拡充

⑷　高等学校を含む公立学校のバリアフリー化等の合理的配
慮に対する財政支援の更なる充実

2　大学等における知的障害者の学びの場づくりについて実践
的な研究を継続すること
3　いじめ、不登校等の諸課題の解消、予防を図るため、生徒
指導に伴う定数措置の拡充、及びスクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカーに係る財政支援を拡充し、国庫補
助金の予算割れを生じさせないこと
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24　学校における働き方改革の推進について
（文部科学省、総務省）

　生徒指導、部活動、保護者や地域との連携など学校や教員に対す
る多様な期待は、学習指導の充実に対する要請とも相まって、教員
の長時間勤務という形で表れており、教員の多忙化解消が急務とな
っている。
　本県においても、教育職員の在校等時間の上限に関する方針を令
和 2年 3月末に策定し、教員の業務を行う時間管理等について取組
みを開始するとともに、国の支援制度を活用し、スクール・サポー
ト・スタッフや部活動指導員に加え、スクールカウンセラー、スク
ールソーシャルワーカーなど、専門スタッフ、外部人材の配置拡充
を図っているところである。
　また、令和 5年度以降の休日の部活動を段階的に地域へ移行する
ためには、地域人材を確保・マッチングする仕組みの構築や地域人
材の研修の在り方、費用負担の在り方の整理、運営団体の確保等の
課題を解決していく必要がある。
　学校における働き方改革を推進していくためには、チームとして
の学校運営に必要な専門スタッフ配置の充実を図ることが重要であ
ることから、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　スクール・サポート・スタッフ配置のための財政支援措置
の更なる拡充
2　部活動指導員配置のための財政支援措置の更なる拡充
3　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーに係
る財政支援措置の更なる拡充及び国庫補助金の予算割れを生
じさせないこと
4　令和５年度以降の休日の部活動の段階的な地域移行に向け
た財政支援
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25　独立行政法人教職員支援機構の研修機能移転
　　の拡充について

（文部科学省）

　政府関係機関の移転として本県から提案していた独立行政法人教
職員支援機構（旧（独）教員研修センター）の研修機能の一部移転
について、「キャリア教育指導者養成研修」が平成28年度から本県
で実施されることとなり、これまで全国から多数の受講生が来県し、
地域と連携した本県の特色ある取組みを全国に発信してきたところ
である。
　一方、本県では、英語教育においても、全国に先駆けて英語専科
教員の小学校への配置や英語指導教員の指導力の向上に取り組んで
いる。また、幼児教育については、平成31年度から幼児教育センタ
ーを設置し、幼児教育の充実・強化を図っている。
　さらに、ＩＣＴ教育については、国の「ＧＩＧＡスクール構想」
を踏まえ、国の緊急経済対策を活用して、令和 2年度中に県内小中
学校の児童生徒に対して、また、全県立学校の教員及び児童生徒に
は令和 3年 7月頃までに、 1人 1台のタブレット端末を配備し、情
報活用能力などを有する人材を育てることとしている。
　ついては、次のとおり、本県での教職員支援機構の研修機能移転
の拡充について、格段の配慮を願いたい。

1 　「キャリア教育指導者養成研修」の継続開催

2　英語教育、幼児教育、ＩＣＴ教育などの研修の拡大
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26　私立学校の振興について
（文部科学省）

　近年における少子化の影響等により、私立学校をめぐる経営環境
は大変厳しい状況にある。また、生徒や園児の安全確保を図るため
の学校施設の耐震化や高等学校等就学支援金制度における所得制限
の導入に伴う事務負担の増加、幼稚園における特別支援教育への更
なる支援等が求められているところである。
　ついては、私立学校の教育水準の維持向上と保護者負担の軽減及
び私立学校経営の健全化を促進するため、次の事項について格段の
配慮を願いたい。

1 　私立学校の耐震補強工事について、公立小中学校と同様の
国庫補助率へ引き上げるとともに、Is 値0.3以上の建物につ
いて、Is 値0.3未満と同様の国庫補助率へ引き上げること。
また、耐震改築補助制度については、時限措置を撤廃し、恒
久的な制度化を図ること

2　私立高等学校等就学支援制度については、年収区分を境に
逆転現象が生じている世帯などへの支援の充実を図るととも
に、国の責任において、事務費を含めた確実な財政措置を講
ずること

3　私立小中学校等に通う児童生徒に対する経済的な支援につ
いて、国において実施する実証事業の結果を踏まえ、幅広く
検討を行い、恒久的な制度化及び充実を図ること

4　私立幼稚園への特別支援教育経費について、障害のある園
児の在園人数に関わらず支援するなど充実を図ること
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27　「国際工芸アワードとやま」への支援について
（文部科学省、内閣官房）

　富山県では、北陸の工芸の魅力を世界に発信する「国際北陸工芸
サミット」開催の成果を踏まえ、令和元年度から 2年度にかけて、
国内外の50歳以下の工芸作家、職人、デザイナーを対象とする国際
公募展「国際工芸アワードとやま」を開催した。同アワードでは、
世界62の国と地域から709作品の中から厳正な審査で選ばれた世界
各地の様々な技法や材料を活かした表現豊かな作品を一堂に展示し、
世界、日本そして富山の工芸の魅力を国内外に発信したところである。
　令和 4年度には、工芸の世界的な潮流を捉え、工芸の未来ビジョ
ンを描くため、第 2回の開催となる「国際工芸アワードとやま」の
作品を募集することとしており、国内外に工芸の魅力を強力に発信
することとしている。
　この取組みは、工芸を中心とした魅力ある地域づくりや文化芸術
資源を活用した伝統工芸品産業の振興や地域の活性化に大きく寄与
するものであり、次の事項について引き続き格段の配慮を願いたい。

　富山県での「国際北陸工芸サミット」の開催の成果を踏まえ
た「国際工芸アワードとやま」への支援
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28　地方から世界に発信する芸術文化の振興について
（文部科学省、内閣官房）

　全国初の芸術特区に認定された本県の県立利賀芸術公園では、40
年超にわたって、劇団ＳＣＯＴ（主宰：鈴木忠志）による「ＳＣＯＴ
サマー・シーズン」や令和元年に開催した「第 9回シアター・オリ
ンピックス」等を通じ、世界の演劇人による創造の場、次代の芸術
家を育成する場として、アジアを代表する舞台芸術の拠点の形成に
取り組んでいる。
　令和 2年度では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に
より、大都市を活動拠点としている劇団が公演できない中、自然に
囲まれた利賀で例年どおり「ＳＣＯＴサマー・シーズン」を開催し、
コロナ禍でも実現できる演劇活動の成功例として注目された。また、
コロナ収束後における利賀への国内外からの来訪を促すとともに直
接利賀で観劇できない人のため、その舞台のダイジェスト版映像を
英語字幕付きでＷＥＢ配信を行ったところである。
　多様で特色ある日本文化を世界に発信するには、地方の質の高い
芸術文化の創造と発信が重要であり、また、こうした活動が文化に
よる「地方創生」につながることから、このような地方の取組みを
推進するための支援の充実や文化芸術による地域の活性化など、地
方公共団体が行う地域の文化資源等を活用した文化芸術活動に対す
る支援が必要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

　これまでの世界各国との交流や人材育成の成果を活用し、利賀
をアジアを代表する舞台芸術拠点として発展させるための、世
界最高水準の舞台芸術の創造活動や、文化交流事業等への支援
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鈴木忠志演出「リア王」（利賀芸術公園：新利賀山房）

利賀芸術公園「野外劇場」
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29　「近世高岡の文化遺産群」の世界文化遺産登録
　　の推進等について

（文部科学省）

　本県から世界文化遺産候補として提案した「近世高岡の文化遺産
群」は、平成20年、「世界遺産暫定一覧表候補の文化資産」と位置
づけられた。
　「近世高岡の文化遺産群」は、江戸時代の都市を形成した資産が
創建当初の姿で残され、さらに城下町から商工業都市へ発展する過
程を示す資産が良好に存在する極めて貴重で魅力的な遺産群である。
　こうした資産は近年、金屋町の国重要伝統的建造物群保存地区選
定、有磯海の国名勝指定、高岡城跡の国史跡指定、高岡の町民文化
の日本遺産認定、高岡御車山祭のユネスコ無形文化遺産登録、菅笠
の伝統的工芸品指定、北前船寄港地の日本遺産追加認定と相次いで
高い評価をいただき、さらに、令和 2年12月には、吉久地区が国重
要伝統的建造物群保存地区に選定されたところである。
　そうした中、近世の由緒ある歴史的な町名の復活や高岡御車山会
館の設置、金屋町の町並み整備や高岡城跡の多言語解説整備など、
まさに歴史都市にふさわしい様々な取組みが進められている。
　とりわけ、「平成の大修理」を終え、江戸時代の荘厳な姿によみ
がえった国指定重要文化財の勝興寺は、貴重で魅力ある文化資産と
してのみならず、地域の新たな文化観光資源・拠点としての活用に
も大いに期待が高まっているところであり、早期の国宝指定による
資産価値のさらなる向上をお願いしたい。
　これらの取組みは、ふるさと富山への誇りや愛着の醸成及び魅力
ある地域づくりの推進に大きく寄与するものであり、ついては、次
の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　「近世高岡の文化遺産群」の世界遺産暫定一覧表への記載
2　国指定重要文化財「勝興寺」の早期の国宝指定
3　高岡城跡、山町筋の旧高岡共立銀行、吉久など国指定、選
定文化財の保護への支援
4　日本遺産に認定された高岡への支援
5　菅田の重要文化的景観の選定に向けた取組みへの指導・助言
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○ 勝興寺（重要文化財）

○ 金屋町（重要伝統的建造物群） ○ 山町筋・旧高岡共立銀行

○ 吉久地区 ○ 瑞龍寺（国宝）
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30　ユネスコ無形文化遺産等の魅力発信への
　　支援について

（文部科学省）

　平成28年11月、本県の国指定重要無形民俗文化財「高岡御車山
祭」、「魚津のタテモン行事」、「城端神明宮祭の曳山行事」を含む
「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産へ登録された。登録
5周年を迎える本年には、本県の曳山行事の魅力の発信、保存・継
承や地域活性化に係る課題と、その解決に向けた方策等を議論する
曳山サミットの開催を予定している。
　また、本年 3月には、「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」が国
の重要無形民俗文化財として、新たに指定されたところである。
　これらの行事は、いずれも本県の歴史と文化を解明する上で重要
な伝統文化であり、これまで国の支援をいただきながら県・市・保
存団体等が協力して、保存と継承に努めてきた民俗文化財である。
　ついては、これら 3件のユネスコ無形文化遺産の行事をはじめと
した本県の文化遺産の保存と情報発信等の取組みへの支援について、
格段の配慮を願いたい。

1 　ユネスコ無形文化遺産「高岡御車山祭」、「魚津のタテモン
行事」、「城端神明宮祭の曳山行事」及び「放生津八幡宮祭の
曳山・築山行事」の保存修理への支援継続

2　ユネスコ無形文化遺産等の国内外に向けた情報発信等への
支援継続
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高岡御車山祭
400年にわたり受け継がれて
きた絢爛豪華な祭り

魚津のタテモン行事
三角形のタテモンを曳き回す
航海安全・大漁祈願の祭り

城端神明宮祭の曳山行事
神輿に鉾・曳山・庵屋台を伴う
地域色豊かな祭り
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31　「立山・黒部－防災大国日本のモデル－」の
　　世界文化遺産登録の推進等について

（文部科学省、国土交通省、環境省）

　本県から世界文化遺産候補として提案した「立山・黒部」は、平
成20年、「世界遺産暫定一覧表候補の文化資産」と位置づけられた。
　平成29年11月には、常願寺川流域にある本宮堰堤と泥谷堰堤が、
我が国を代表する近代砂防施設として既に指定されている白岩堰堤
と合わせ「常願寺川砂防施設」として国の重要文化財に指定された。
　さらに、同年12月には、日本イコモス国内委員会の「日本の20世
紀遺産20選」にも 3番目と上位で選定されたところである。
　「立山・黒部」は、災害の多いわが国にあって、多雨多雪である
など土砂が流出しやすい条件が重なる世界に類を見ない過酷な自然
環境の中で人々の暮らしを守り続けてきた「防災大国日本のモデル
（防災遺産）」であり、人類全体の貴重な文化資産としての価値を有
している。現在まで、立山砂防の顕著な普遍的価値の証明に向けた
調査研究や国際フォーラムの開催など様々な取組みを進めており、
平成30年10月の国際防災学会インタープリベント2018では、立山砂
防が人類共通の遺産として共有すべき顕著な普遍的価値を有してい
るとする「富山宣言」が採択されるなど、高い評価をいただいた。
　これらの取組みは、ふるさと富山への誇りや愛着の醸成及び魅力
ある地域づくりの推進に大きく寄与するものであり、ついては、次
の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　「立山・黒部－防災大国日本のモデル－」の世界遺産暫定
一覧表への記載
2　「常願寺川砂防施設」の保存・活用の推進
3　立山カルデラ現地視察など立山砂防の歴史的・文化的価値
の啓発活動に対する支援
4　日本ジオパーク「立山黒部」内の中部山岳国立公園の整備
の推進
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白岩堰堤 泥谷堰堤

本宮堰堤

○ 常願寺川砂防施設（国指定重要文化財）
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32　富山型デイサービス（共生型サービス）の全国への
　　普及による地域共生社会の構築について

（厚生労働省）

　本県では、年齢や障害の有無にかかわらず、住み慣れた地域で暮
らし続けられる “地域共生社会の実現 ”を目指し、富山型デイサー
ビスなどの地域に密着した小規模施設の整備を推進し、国において
も、平成29年に富山型デイサービスがモデルとなった「共生型サー
ビス」が創設されたところである。
　富山型デイサービス（共生型サービス）は、高齢者、障害者、乳
幼児など多様な利用者が交流し、高齢者や障害者の日常生活の改善
など様々な効果があることから、一層の理念の浸透と経営の安定化
を支援し、普及を促進していくことが必要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　富山型デイサービス（共生型サービス）の全国への一層の
普及と定着が図られるよう、自治体や事業者、利用者等に対
する周知啓発、サービス提供の支援充実

2　富山型デイサービス（共生型サービス）が一層の安定運営
を図ることができるよう、報酬体系の充実強化
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33　医療・介護連携による地域包括ケアの推進
　　など高齢者施策の充実について

（厚生労働省）

　高齢化の一層の進展に伴い、要介護高齢者や認知症高齢者の増加
が見込まれることなどから、第 8期介護保険事業計画期間（令和 3
～ 5年度）においても、高齢者施策のさらなる充実を図っていくこ
とが必要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　「地域医療介護総合確保基金（介護分）」について、地域の
実情に応じて自主性を反映した事業執行を可能とするため、
長期的視点に立った継続的な取組みとなるよう、十分な財源
の確保

2　認知症高齢者の増加を見据え、認知症疾患医療センターの
家族支援機能の強化・充実等、「認知症に関する大綱」に基
づく施策を推進するための取組みへの支援と財源の確保

3　介護事業所が安定的・継続的にサービスを提供できるよう、
新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価への対応
を含め、介護事業所の経営実態を踏まえた適切な介護報酬の
設定

4　介護人材の確保・定着のため、介護従事者の処遇及び介護
ロボット導入など職場環境の改善や介護への理解促進とイメ
ージアップを図る施策の推進並びに介護福祉士等修学資金の
安定的かつ充実した財源の確保
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34　発達障害児者への支援の充実について
（厚生労働省）

　発達障害については、できる限り早期に発見し、身近な地域で適
切な支援を受けられるようにする必要がある。しかし、富山県のみ
ならず全国的に見ても、児童精神科医など発達障害に専門的に対応
できる医師の十分な確保が困難な状況にある。さらに、市町村では
乳幼児健診において発達障害のスクリーニングやその後の支援を実
施しているが、その実施方法は市町村に委ねられており、ばらつき
が生じている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　支援者の育成や専門医と地域のかかりつけ医など関係機関
の連携を推進する施策に対して必要な予算を確保、拡充する
こと

2　児童発達支援センターが障害保健福祉圏域の児童発達支援
を提供する拠点施設として、その機能と役割を果たせるよう
支援の充実を図ること

3　発達障害児者が医療機関において適時適切に診療等を受け
られるよう、国が責任をもって専門医の養成に取り組むこと

4　市町村における乳幼児健診の精度向上と標準化を推進する
こと
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35　障害のある人のニーズに即した福祉施策の
　　充実について

（厚生労働省）

　障害のある人のニーズに対応した、より適切で安定した福祉サー
ビスを提供するため、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　地域生活支援事業等に係る補助金については、各地方公共
団体が障害のある人のニーズにきめ細かく対応することがで
きるよう、所要総額を十分確保すること
2　障害のある人が住み慣れた地域で共に暮らせるよう、
⑴　地域のニーズに即した施設整備計画を着実に推進してい
けるよう、施設整備補助金の所要総額を確保すること

⑵　在宅の重度障害者等に対する医療的ケアに係る医療機器
や工賃向上に資する機器など、障害に応じたサービス提供
に必要な備品や設備の購入費用に対する支援をすること

3　重度の障害のある人が加齢等により回復が見込めない状態
になっても、地域で安心して暮らせるよう、一般診療の自己
負担額について、後期高齢者医療制度と同様に負担能力等に
応じた負担制度とすること
4　一人ひとりの特性に応じたサービス提供を確保するため、
⑴　サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談
支援専門員の研修に職員を参加させる事業者の負担軽減を
図ること

⑵　生活介護等の生活支援員、共同生活援助の世話人その他
従事者の資質向上を図る研修制度を創設すること

⑶　医療機関や障害福祉サービス事業所等において、医療的
ケア児等コーディネーターや支援者を配置して、効果的な
支援を提供した場合に報酬上の評価がなされるよう検討す
ること
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36　医療提供体制の改革について
（厚生労働省、国土交通省）

　人口減少が進む中、持続可能な医療提供体制を確保するとともに、
救命救急センターや周産期母子医療センター運営事業など、効率的
で質の高い医療を提供するために、次の事項について格段の配慮を
願いたい。

1 　地域医療構想については、新型コロナウイルス感染症への
対応において、公立・公的医療機関の存在・重要性が再認識
されたことなども十分に踏まえ、拙速に議論を急がせること
なく、地域医療構想調整会議における議論を尊重するなど、
地域の実情に即した柔軟な取扱いとすること
2　地域医療介護総合確保基金については、在宅医療の推進
（事業区分Ⅱ）及び医療従事者の確保（事業区分Ⅳ）事業に
おいて、必要額に応じた配分とするとともに、区分間の流用
を可能とするなど、地域の実情に応じて柔軟に活用できる制
度とすること
3　医療提供体制推進事業費補助金や遠隔医療設備整備事業を
含む医療施設等施設整備費補助金については、効率的で質の
高い医療を提供するために必要な事業の推進に不可欠であり、
事業の安定的な実施のため十分な財源を確保すること
4　医師の確保、偏在対策について、働き方を踏まえた医師の
需給調整等について責任を持って行い、各都道府県が地域の
実情に応じた実効性のある医師の確保、偏在対策を行えるよ
う、必要な支援を行うこと
5　地域における医療・介護サービスの充実を図るため、看護
職員の量の確保はもとより、質の高い看護師の確保に対する
支援を行うこと
6　ドクターヘリが夜間や一定の悪天候時においても安全に運
航できる計器飛行の実現に向けたプロセスを明確にすること。
また、高度な技術を身につけた救急科専門医等の育成・確保
に対する支援を行うこと
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37　がん対策の推進について
（厚生労働省）

　富山県では、「県がん対策推進計画」に基づき、予防の強化と早
期発見の推進、質の高い医療の確保、患者支援体制の充実を柱とし
て、総合的ながん対策に取り組んでいるところである。
　ついては、がん対策の充実強化等を図るため、次の事項について
格段の配慮を願いたい。

1 　がん検診受診率向上対策の一層の充実によるがんの早期発
見・早期治療のため、
⑴　がん検診の総合支援事業の継続
⑵　全医療保険者のがん検診実施状況等に関する情報を一元
化し、地方自治体に還元する仕組みの整備

⑶　医療保険者・事業主のインセンティブ制度の充実による
がん検診受診の促進

2　がん医療の一層の充実強化のため、
⑴　がん診療連携拠点病院に対する財政支援の充実及び新型
コロナウイルス感染症の影響を考慮した指定要件の弾力的
な運用

⑵　手術療法や放射線療法、薬物療法、緩和ケアに加え、免
疫療法、ゲノム医療などを専門的に行う医師等養成のため
の環境整備

⑶　小児・ＡＹＡ世代がん患者が適切な医療や支援を受けら
れる体制の整備

3　がん患者支援のため、
　　働く世代のがん患者の治療と職業生活の両立支援の充実
4　子宮頸がんの予防のため、
　　ＨＰＶワクチンの再評価の速やかな実施と、定期接種の機
会を逃した者に対する接種に係る経済的負担軽減策の検討
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38　健康寿命延伸対策の充実について
（厚生労働省、消費者庁）

　健康寿命の延伸には、食生活の改善や運動習慣の定着など、生活
習慣の改善による生活習慣病の発症予防や、健康診断受診率の向上
等による早期発見・早期治療等が大変重要である。
　本県では、健康寿命日本一を目標に掲げ、社会全体で健康寿命延
伸に向けた取組みを推進する機運を醸成することに加え、地域や職
域単位で生活習慣の改善強化や糖尿病重症化予防などの健康づくり
の取組みを行っているところである。
　ついては、健康寿命の延伸に向けた施策の充実強化を図るため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　健康寿命の延伸のためには、一人ひとりの健康づくりを社
会全体で支える機運の醸成が重要であり、国における情報発
信・普及啓発をさらに充実するとともに、地域の実情に応じ
た普及啓発や県民運動の展開等の実践活動等の取組みに対し
必要な財源措置を講ずること
2　生活習慣病予防としての減塩対策には、減塩の調味料や加
工食品の開発を促進するなど産業界の協力が必要不可欠であ
り、国において産業界と十分連携した施策を推進すること
3　メタボリックシンドロームの改善や糖尿病の重症化予防に
効果的に取組むための人材育成を充実すること
4　科学的根拠に基づいた各種施策の企画立案のため、国にお
ける特定健診データの分析結果を早期に地域に還元するとと
もに、各保険者が所有するデータを利活用できる仕組みを構
築すること
5　健康寿命に密接にかかわる歯科口腔保健について、自治体
における取組みを推進するため、国や各保険者等が所有する
歯科保健医療データについて整理し、各自治体が利活用でき
る仕組みを構築すること
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39　医薬品産業の振興について
（厚生労働省）

　富山県の医薬品産業は高い製造技術を有し、富山県は国内トップ
クラスの製造拠点となっている。
　薬価制度の抜本改革や医薬品医療機器等法の改正、国内医薬品市
場構造の変化とアジア諸国等における市場拡大など、医薬品産業を
取り巻く環境が大きく変化するなかで、本県の医薬品産業が更に発
展し、日本の成長を牽引していくため、次の事項について格段の配
慮を願いたい。

1 　製薬企業が取り組む医薬品の研究開発や、連続生産技術な
ど革新的製造技術の導入、イノベーションを後押しする設備
投資への支援の充実
2　富山県薬事総合研究開発センターが国立成育医療研究セン
ターと連携して行う小児用医薬品の開発への支援
3　富山県薬事総合研究開発センターが医薬基盤・健康・栄養
研究所と連携して行うバイオ医薬品の開発への支援や、薬用
植物の栽培研究等に対する技術的支援
4　富山県薬事総合研究開発センターが国立医薬品食品衛生研
究所と実施する生薬エキス剤に係る共同研究への支援
5　製薬企業の国際展開を促進するため、
⑴　独立行政法人医薬品医療機器総合機構北陸支部及びアジ
ア医薬品・医療機器トレーニングセンターを活用し、本県
での海外の薬事行政官を対象とした研修等の実施拡充

⑵　アジア諸国等との薬事規制調和の推進
6　製薬企業の製造管理・品質管理技術の向上や適切な運用を
図るため、製薬企業を対象とした講習会の実施や、都道府県
を対象とした立入検査等に関する研修会の開催
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40　食中毒被害者に対する支援策の実施など
　　食品の安全安心の確保について

（厚生労働省）

　平成23年 4 月下旬に、県内外において生肉（ユッケ）を提供した
ことによる食中毒事件が発生し、深刻な事態となった。
　この食中毒事件発生直後に本県からの要望を踏まえ、同年10月か
ら、食品衛生法第13条に基づく生食用食肉の規格基準が施行される
など、安全性の確保が図られたところである。
　しかし、食品流通の広域化、営業形態が大規模化している中で、
今後もこのような大きな被害をもたらす食中毒が全国的に発生する
ことも危惧される。
　また、食中毒や異物混入等の食品事故の未然防止だけではなく、
国内産食品の輸出促進につなげるためにも、食品衛生法が改正され、
食品の安全管理の国際基準であるＨＡＣＣＰ（ハサップ）が制度化
されたが、全ての中小規模の食品等事業者が導入できているとは言
い難い状況である。
　国におかれては、食中毒が発生した場合における被害者救済を万
全のものとするとともに、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管
理が、地域において確実に実行されるよう、次の事項について早急
に必要な措置を講じられるよう格段の配慮を願いたい。

1 　食品等事業者を対象とした強制加入の賠償責任保険制度の
創設を検討するとともに、任意の賠償責任保険への加入促進
対策を実施するなど、被害者救済のための方策を講じること
2　ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理を、全ての中小
規模の食品等事業者が、確実に導入するには、実情を踏まえ
た使いやすい手引書の作成や衛生管理計画の作成を目的とす
る実践的な講習会の開催等、改正法の施行後であっても継続
した支援が必要であることから、財政措置をはじめとした支
援策の充実を図ること
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41　農業の持続的な発展に向けた施策の強化について
（農林水産省）

　国では、食料自給率の向上を目指し、食料の安定供給の確保や農
業の持続的な発展に向けた施策等を講じることとしている。本県で
は、生産力向上と持続性の両立を図りつつ、「稼げる」農業を実現
していくため、スマート農業の推進や担い手の経営基盤の強化など
に取り組んでいるところであり、次の事項について格段の配慮を願
いたい。

1 　新型コロナ感染症の拡大により影響を受けた農業者を支援
するため、農産物等の需要喚起策を充実するとともに、地域
の実情に応じた取組みを支援すること
2　スマート農業技術の開発を引き続き促進するとともに、営
農現場における技術実証や機械等の導入及び農業者・指導者
等の育成に対する支援の拡充を行うこと
3　担い手の経営基盤強化と新規就農者の確保に対する支援の
充実を図ること
⑴　経営規模拡大や高収益作物の導入等に必要な農業用機
械・施設の整備への支援の拡充及び十分な予算の確保

⑵　中山間地域等での農地集積・集約化への支援の拡充並び
に農地中間管理事業の地方負担の軽減、安定的な運用及び
十分な予算の確保

⑶　農業次世代人材投資資金の十分な予算の確保
4　女性の活躍推進に向け、資質向上のための研修や働きやす
い環境整備へ支援の充実を図ること
5　畜産の経営基盤強化に向けた支援の充実を図ること
⑴　畜産クラスター事業の十分な予算の確保
⑵　高病原性鳥インフルエンザや豚熱など、家畜伝染病によ
る被害防止対策の一層の強化並びに、消費・安全対策交付
金等の十分な予算の確保

⑶　経営環境が悪化している食肉センターの施設整備等に対
する財政支援の拡充

⑷　産業動物臨床獣医師の遠隔診療体制を確保する環境整備
並びに、農業共済組合家畜診療所に対する財政支援
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42　地方の実情に即した水田農業政策の充実について
（農林水産省）

　水田農業が主体の本県において、需要に応じた米生産と大豆や高
収益作物等を組み合わせた水田のフル活用などによる農業所得の確
保に向け、県独自の施策も併せて行いながら、積極的に取り組んで
いるところであり、意欲ある農業者が、希望を持って安心して農業
に取り組めるよう、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　米政策の推進にあたっては、国の責任のもと、米の需給と
価格の安定を図るために必要な措置や米・米粉の需要拡大対
策の強化など適切に対応すること
2　水田のフル活用を推進するため、経営所得安定対策等の予
算の確保・充実を図ること
⑴　大豆や麦、飼料用米等の生産拡大を推進するための、戦
略作物への助成予算の確保

⑵　地域の実情に即したタマネギ、エダマメ、ハトムギ等の
地域振興作物等の生産振興の取組みをさらに促進するため
の、産地交付金の十分な予算確保と配分

⑶　新市場開拓用米等の省力・低コスト化の取組みを定着さ
せるための「水田リノベーション事業」などの制度化によ
る予算確保と配分

⑷　チューリップ球根や切り花等の大幅な省力生産体系の確
立のための支援の充実

3　強い農業・担い手づくり総合支援交付金や産地生産基盤パ
ワーアップ事業、水田農業高収益作物導入推進事業など、園
芸等の産地の育成・広域化に向けた機械・施設整備のための
予算を拡充すること
4　民間育成品種も含め、原種の供給や生産物審査などの優良
な種子生産に果たす都道府県の役割を担保するため、地方交
付税の増額など財源措置の拡充を図ること
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43　農林水産物等の輸出促進について
（農林水産省）

　国では、「食料・農業・農村基本計画」において、2030年までに
農林水産物・食品の輸出額を 5兆円とする目標を掲げ、また、「農
林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」で輸出重点品目を定め、輸出
産地の育成や重点的な支援を行うこととされている。
　本県としても、ポストコロナ社会を見据え、輸出に取り組む産
地・事業者の育成や、海外の新市場開拓・販路拡大など、県産農林
水産物等のさらなる輸出拡大を進めているところである。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　国から指定を受けた「輸出産地」をはじめ、輸出に意欲的
な産地・事業者に対する施設整備やデジタル技術（オンライ
ン商談等）を活用した販路拡大など、ハード・ソフト両面か
らの支援の充実

2　新市場開拓を対象とした産地交付金などの施策の充実と予
算の確保

3　中国向けコメ輸出の条件となる施設指定に係る調査への切
れ目ない支援と指定施設等（精米工場・くん蒸倉庫）の拡大

4　伏木富山港を利用して小規模事業者等が共同で輸出（小口
混載）するなど、地域の物流システム構築に向けた検討やテ
スト輸送への支援

5　国際競争力の強化や、ＳＤＧｓに貢献するグローバルＧＡＰ
等国際認証取得に向けた指導者養成及び認証取得・更新に対
する支援の充実強化
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44　農山村地域等の振興対策、鳥獣被害防止対策等
　　の推進について

（農林水産省）

　農山村地域は、農業生産活動等を通じて、安全・安心な食料の供
給をはじめ、国土や自然環境の保全、優れた伝統文化の継承等の多
面的な役割を担っているが、人口減少等による集落機能の低下やイ
ノシシ等鳥獣被害の増加など、様々な課題が顕在化している。
　このため、本県では、日本型直接支払制度などを活用し、農業生
産活動をはじめ、農業用水路等の維持・保全、鳥獣被害対策の強化
のほか、都市農山村交流や地域資源の活用等に積極的に取り組んで
いるところである。
　ついては、農山村地域等の振興に向け、安定的な食料システムを
構築しつつ持続可能な地域社会を形成するため、次の事項について
格段の配慮を願いたい。

1 　日本型直接支払制度の充実
⑴　中山間地域において農業生産や棚田等の保全活動が持続
的に行われるよう、イノシシによる畦畔や水路等の掘り起
こし被害の復旧に係る加算措置の新設を含めた中山間地域
等直接支払交付金の予算の確保と十分な配分

⑵　老朽化が著しく維持管理に支障をきたしている用排水路
等について、多面的機能支払制度に係る長寿命化対策の計
画的な実施に必要な予算の確保と十分な配分

2　地域ぐるみによる鳥獣被害対策の推進をはじめ、５Ｇなど
先進技術を活用した追い払いや捕獲の強化など鳥獣被害防止
総合対策交付金の予算の確保と十分な配分
3　中山間地農業の意欲ある担い手の育成や高収益作物の生産
などの特色ある取組みを推進する中山間地農業ルネッサンス
事業の継続と予算の確保
4　都市農村交流や地域資源を活用した所得向上の取組みを推
進する農山漁村振興交付金や食料産業・６次産業化交付金の
予算の確保と十分な配分
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45　農業農村整備事業の推進について
（農林水産省）

　農業農村整備事業は、食料の安定供給、農業・農村の多面的機能
や農村地域の活性化など国民のいのちや暮らしを支える公共性・公
益性の高い事業であり、農業の成長産業化及び国土強靱化を実現す
るうえで極めて重要な役割を担っており、その推進が求められてい
る。ついては、国において新たに策定された土地改良長期計画も考
慮した、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　農業農村整備事業の予算の確保と地方財政措置等の充実
⑴　地方の実情に十分配慮した農業農村整備事業に関する予
算の確保と防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化
対策の当初予算での安定的な確保

⑵　ガイドラインの設定に伴い増加する県及び市町村負担へ
の地方財政措置の充実

⑶　国営土地改良事業の市町村負担の支払方法の拡充
　（直入方式の適用）
2　農業の成長産業化に向けた農地整備の推進
⑴　国営農地再編整備事業「水橋地区」の推進
⑵　県営農地整備事業の推進
⑶　農地中間管理機構関連農地整備事業の対象工種の拡充
（用排水路）

3　国土強靱化に向けた防災・減災対策、農業水利施設等の保
全管理の推進
⑴　国営施設機能保全事業「射水平野地区」の推進
⑵　国営施設応急対策事業「早月川地区」の推進
⑶　国営施設応急対策事業の拡充と農家負担の軽減及び地方
財政措置の充実

⑷　県営農村地域防災減災事業及び県営水利整備事業等の推進
⑸　県営水利整備事業における中山間地域の補助率の嵩上げ
⑹　農業水利施設の安全対策の拡充（セミハード事業）
⑺　スマート田んぼダム実証事業の継続
4　土地改良区の運営体制の強化に向けた支援
⑴　小規模土地改良区の体制整備に関する支援
⑵　土地改良施設維持管理適正化事業の面積要件の緩和
⑶　小水力発電導入支援事業の復活
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46　森づくりの推進と森林整備法人への支援継続
　　について

（農林水産省、総務省）

　本県では、災害に強い山づくりを進めるとともに、県産材利用促
進条例を制定し、路網整備や高性能林業機械の導入による間伐等の
森林整備、木材加工施設の整備、公共施設の木造化や県産材を使っ
た住宅の建設を促進するなど、林業の成長産業化に向けた施策を幅
広く推進するとともに、本県が全国に先駆けて開発した優良無花粉
スギ「立山 森の輝き」による再造林の推進、さらに、森林整備法
人の経営改善についても積極的に取り組んでいる。
　ついては、本県の森林・林業、木材産業の更なる振興を図るため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の
確実な推進と、森林吸収源対策や健全な森林の育成・保全を
図るため、必要な予算・財源を当初予算において安定的に確
保すること
⑴　森林環境保全直接支援事業の予算の確保
⑵　森林資源循環利用林道整備事業や農山漁村地域整備交付
金等の林道関係予算の確保

⑶　復旧治山事業や地すべり防止事業等の治山関係予算の確保
2　カーボンニュートラルに向けた森林資源の循環利用とイノ
ベーションの推進
⑴　間伐材生産や路網整備、高性能林業機械の導入、木材加
工流通施設など、林業成長産業化のための予算の確保及び
間伐等における未利用材の流通経費に対する支援の拡充

⑵　建築物等における木材利用促進のため、木造公共施設整
備に対する支援の拡充と民間木造施設整備に対する支援の
創設

⑶　ＩＣＴの活用による森林資源の把握や生産管理、造林・
育林作業の機械化などスマート林業施策の推進

3　森林整備法人への支援措置の継続
⑴　令和４年度までとされている公庫の利用間伐資金（償還
円滑化のための資金）の延長又は新たな借り換え制度の創設
⑵　県の公社支援に対する地方財政措置の拡充
⑶　森林整備法人の経営改善に大きく寄与する契約変更業務
に対する支援の継続
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47　水産業振興対策の推進について
（農林水産省）

　本県における水産業の振興、発展のため、持続可能な漁業の一層
の推進、漁業生産基盤の整備と良好な漁場の維持、漁業経営基盤の
強化等を図る必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　新型コロナ感染症の拡大により影響を受けた漁業者を支援
するため、水産物等の需要喚起策を充実するとともに、地域
の実情に応じた取組みを支援すること
2　漁業法に基づく新たな資源管理の実施にあたり、待ちの漁
法である定置網中心の本県漁業の実態を踏まえた運用を図る
こと
⑴　ＴＡＣ（漁獲可能量）管理の対象拡大については、定置
漁業などの漁業関係者の意見を十分踏まえた検討を行うと
ともに、資源管理に取り組む漁業者への支援の継続

⑵　漁協等からの漁獲、水揚げ情報を電子的に収集する統一
的なシステムの速やかな構築とシステム導入への財政的支援
⑶　中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）における太
平洋クロマグロの日本の漁獲枠の増枠に向けた交渉の加速化

3　日本海における水産資源の持続的利用のための対策の実施
⑴　定置漁業者とまき網漁業者とのブリ資源の利用に関する
調整を図るための協議組織の国主導による運営と指導

⑵　ブリやサケなどの広域回遊魚について漁獲変動に対応し
た総合的な水産資源調査研究の推進

4　「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を
確実に実施するために必要な財源を当初予算で安定的に確保
すること
⑴　漁業生産の拠点となる漁港等水産基盤の整備及び機能保
全対策の計画的な推進

⑵　漁港漁村の高波対策としての漁港海岸施設の機能強化保
全対策の計画的な推進
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48　イノベーションの創出とデジタル・トランスフォーメーション
　　による産業の高度化について

（内閣官房、文部科学省、経済産業省、総務省）

　日本海側屈指の工業集積を誇る本県では、ＩｏＴやＡＩの活用な
ど第 4次産業革命の進展を見据え、今後大きな成長が見込まれるヘ
ルスケア、医薬バイオ、医薬工連携、次世代自動車、航空機、ロボ
ット等の新産業の創出・育成やデジタル・トランスフォーメーショ
ン（ＤＸ）による産業の高度化、グリーン成長戦略の推進による新
たなイノベーションの創出に取り組んでいる。
　さらに、県内の公設試験研究機関には全国でもトップレベルの設
備を数多く整備するなど、県内ものづくり企業の製品開発、事業化
への支援を拡充してきたところである。
　ついては、地方発イノベーションは、我が国の将来と地域の発展
に欠かせないものであり、多様な産業の集積やものづくり技術など
地域の強みや特色を活かした革新的な製品等の研究開発を推進し、
産業の高度化に対する支援について、格段の配慮を願いたい。

1 　地方主導の産学官連携による戦略的産業の形成を推進する
ため、研究段階から製品化・事業化の取組みへの支援制度の
拡充
⑴　持続的な地域産学官共創システム形成のため、「とやま
アルミコンソーシアム」や「とやまヘルスケアコンソーシ
アム」における研究開発や事業化の取組みのため、研究員
やコーディネータ等の人件費、活動費、設備投資等への支援
⑵　中小企業研究開発支援事業（サポイン）など研究開発・
事業化にかかる支援の安定的かつ継続的な実施、自己負担
の軽減及び手続きの簡素化などの支援内容の充実

2　ヘルスケア、医薬バイオ、医薬工連携、次世代自動車、航
空機、ロボット、機械、電子デバイス等の成長産業への参入
に向けたオープンイノベーションなどによる研究開発・事業
化に対する支援の充実
3　グリーン成長戦略に関連する産業への参入や事業転換を促
進するための取組みに対する支援の充実
4　ＩｏＴ・ＡＩ・５Ｇをはじめとするデジタル技術の有効活
用による県内産業のＤＸに向け、産学官連携による人材育成
や普及啓発、ＩｏＴ等に関連した情報セキュリティ対策や資
金面など、地域の実情を踏まえた取組みに対する支援の充実
5　産学官連携を推進する公設試験研究機関等への先端設備導
入の支援
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49　電力の安定供給の確保と総合的なエネルギー
　　政策の推進について

（経済産業省、環境省、国土交通省）

　東日本大震災に伴う原発事故の発生を背景として、全国の多くの
原発が停止していることに加え、非効率石炭発電のフェードアウト
に向けた検討の加速化など、電力供給の制約による国民生活や産業
への影響が懸念されている。今後、我が国が更なる経済成長を実現
するとともに、国民生活の安定を図るうえで、必要な電力量の安定
的な確保を図ることが必要である。
　また、安全の確保を最優先に、成長戦略や地球温暖化防止対策、
国民負担等を勘案し、バランスのとれた総合的なエネルギー政策の
推進が不可欠となっている。
　本県においては、再生可能エネルギービジョンを策定し、包蔵水
力が全国 2位と高いポテンシャルを活用しながら、小水力発電の導
入支援など、再生可能エネルギーの導入促進を図っており、こうし
た取組みを今後さらに加速化、強化していく必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　我が国における企業活動や国民生活に支障が生じないよう
電力の安定供給の確保

2　安全の確保を最優先に、成長戦略や地球温暖化防止対策、
国民負担等を勘案したバランスのとれた総合的なエネルギー
政策の推進

3　地域特性を活かした分散型エネルギーシステム構築への支援
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50　中小企業・小規模企業の活性化の推進について
（経済産業省、中小企業基盤整備機構、文部科学省）

　本県経済は、新型コロナウイルス感染症の長期化により、依然と
して厳しい状況が続いており、多くの事業者が深刻な打撃を受けて
いる。こうしたなか、感染防止の徹底と経済社会活動の両立を図り、
本県経済を早期に成長軌道に戻し、成長発展させるには、ポストコ
ロナを見据えた、社会全体の「新しい生活様式」への対応やＤＸを
強力に進める必要がある。
　また、経営者の高齢化に伴う円滑な世代交代・事業承継に向けた
積極的な支援や、円滑な資金供給の推進、企業間の不公正な取引の
是正等下請取引の適正化などに取り組む必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　中小企業・小規模企業の事業承継支援や、新型コロナウイ
ルス感染症等による深刻な影響からの経営改善・事業再生支
援の強化、融資の返済猶予等も含めたアフターケア、下請取
引適正化の推進
2　ＩｏＴ等を活用した生産性の向上や人材育成、経営力の向
上などに向けた施策の充実と予算の確保
3　中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業、伴走
型小規模事業者支援推進事業、小規模事業者持続的発展支援
事業及び地方公共団体による小規模事業者支援推進事業等の
充実と継続
4　消費税率引上げ後も円滑かつ適正な転嫁を確保するための
対策及びインボイス制度の円滑な導入に向けての必要な支援
の継続
5　農商工連携の推進や地域資源の活用のための支援措置の充
実と継続
6　伝統的工芸品に関わる人材育成や技術の継承、海外展開に
至る一気通貫型の支援措置の充実
7　ＢＣＰ（事業継続力強化計画）や経営革新計画の導入及び
策定企業に対する支援措置の継続
8　高度化資金における償還猶予の弾力化
9　中小企業大学校北陸ブロック校の開設中止に伴う県内中小
企業等への研修受講機会の充実及び旧建設候補地の有効活用
に関する支援
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51　創業・ベンチャーの支援について
（経済産業省）

　コロナ禍で非常に厳しい経済情勢にある今こそ、次の時代の成長
の種をまき、新しく力強くワクワクする稼げる産業や雇用が生まれ
るよう取組みを進めることが重要である。
　本県では、起業数の伸び日本一を目指して「とやまベンチャービ
ジネス支援協議会（仮称）」を立ち上げ、関係機関と連携し、創
業・ベンチャー支援に取り組むこととしている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　「J-Startup」地域版の充実など、ベンチャー支援に必要
なスタートアップ・エコシステム構築への支援

2　スタートアップを支援する環境づくり（空き施設等を活用
したコワーキングスペースの設置など）に対する支援制度の
創設
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52　環日本海・アジア地域・米国等との経済交流及び
　　物流の活性化について

（経済産業省、国土交通省、外務省、日本貿易振興機構）

　グローバル化が進展する中、県内企業が今後も活力を維持してい
くためには、環日本海諸国やアジア地域、米国などの成長エネルギ
ーを取り込んでいくことが重要である。
　ついては、環日本海・アジア地域、米国等との経済交流、物流の
活性化が一層図られるよう、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　高品質な製品や先端技術を有する中小企業の海外進出や輸
出促進、海外企業等とのマッチングに対する支援の充実
⑴　海外ミッション派遣事業の充実
⑵　バイヤー招へい事業の拡充
⑶　国内での国際見本市開催への支援
⑷　オンライン商談の開催など非対面・遠隔での海外展開へ
の支援の充実

2　シベリア鉄道を活用したロシア・欧州への物流の活性化
⑴　ロシア極東港における通関等の手続きの簡素化・迅速化、
シベリア鉄道の定時性・速達性の向上や輸送コストの低減、
円滑な輸送体制の確立等、シベリア鉄道を巡る環境改善へ
の交渉の加速化

⑵　「シベリア鉄道による貨物輸送パイロット事業」の継
続・拡充及び伏木富山港を活用する実証事業の実施並びに
ロシア極東航路の活性化に関する自治体の取組みに対する
支援
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53　デザインの振興について
（内閣官房、経済産業省、文部科学省）

　本県では、ものづくりにおけるデザインの重要性に早くから着目
し、1999年に県総合デザインセンターを設置して県内産業の商品開
発等をデザイン面から支援するとともに、デザイン人材の育成、確
保に取り組んでいる。
　また、近年は多様な業種の人材が連携交流して新事業を創出する
拠点「クリエイティブ・デザイン・ハブ」やＶＲ技術の活用により
効率的なデザイン検証を可能とする施設「バーチャルスタジオ」を
県総合デザインセンター内に整備してきた。
　さらに今年度は、ものづくり産業のＤＸ化に対応した支援機能を
拡充するため、高性能デジタル工作機器を新たに導入するなど、県
内産業が時代の変化をチャンスと捉え積極的に挑戦出来る体制を整
備することとしている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　先端技術とデザインの融合による新商品開発・新事業創出
に向けたスタートアップの調査研究や試作品製作などへの支援

2　産業振興を支えるデザイン人材の育成・確保に関する取組
みへの支援

3　デザインを活用した産業振興に必要な先端設備導入への支援
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54　中心市街地と商店街の活性化について
（内閣府、経済産業省、国土交通省）

　富山市及び高岡市では、国の認定を受けた第 3期中心市街地活性
化基本計画に基づく取組みが進められているが、現在の計画期間は
令和 4年 3月までとされており、「まちの顔」としての中心市街地
の魅力を創出するためには、活性化に向けた更なる取組みが必要で
ある。
　その他の県内各地域においても、個性的で賑わいのあるまちづく
りへの取組みが進められている。
　国においては、中心市街地や商店街の活性化に取り組まれている
ところであるが、県としても、引き続き、基礎自治体と連携し、地
域住民等のニーズに沿った新たな需要を取り込む取組みを一層推進
していく必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　富山市及び高岡市の基本計画について、計画の再認定や計
画に掲げる商業活性化のための事業等への支援措置の継続及
び充実

2　中心市街地や商店街の機能活性化や賑わい創出を図るため
の事業に必要な予算の確保・拡充及び早期の情報提供
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55　富山きときと空港における航空ネットワークの
　　充実と冬季就航率の向上について

（国土交通省）

　富山きときと空港は、北陸・飛騨・信越地域の空の玄関口として、
2つの国内定期路線（羽田・札幌）と4つの国際定期路線（ソウル・
大連・上海・台北）によって各都市と結ばれ、環日本海・アジア交
流の拠点空港としての機能充実と就航率の向上が期待されている。
　こうしたなか、本空港の基幹路線である富山－羽田便については、
北陸新幹線開業後、大変厳しい状況が続いており、 1日 4往復体制
の維持に向けて、官民挙げた利用促進に取り組んでいるが、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、利用者数が大幅に減少している。
　当路線は、本県と全国・世界との交流、本県の未来創生を支える
極めて重要な役割を担っており、北陸・富山への新たな旅客需要や
羽田経由の国内外乗継需要を取り込みながら、便数維持や飛行時間
短縮のための飛行経路の効率化を図ることが重要である。また、混
雑空港等における地方空港の発着枠の確保等により地方都市間の路
線新設に取り組む必要がある。
　さらに、国際路線についても、運休が続いていることから、新規
路線開拓やチャーター便の誘致を図ることにより、航空ネットワー
クの充実に取り組むことが本空港にとって極めて重要である。
　加えて、本空港では、冬季において雪による視界不良等により欠
航便が多数発生しており、更なる就航率向上への取組みが不可欠で
ある。
　ついては、次の事項について格段のご配慮を願いたい。

1 　国内外の航空ネットワークの充実
⑴　富山－羽田便の便数維持及び飛行経路の効率化等による
利便性向上に向けた取組みへの支援

⑵　関西・九州・沖縄などへの新規路線開設、国際路線の開
設及び利用促進並びに格安航空会社（ＬＣＣ）・リージョ
ナルジェットの活用による航空ネットワーク充実に向けた
取組みへの支援

2　冬季就航率の向上
　　現在、鋭意開発が進められているＧＰＳを活用した新たな
着陸誘導システム（ＧＢＡＳ）の開発促進と富山空港への早
期導入
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56　北陸新幹線の整備促進について
（国土交通省、財務省、総務省、鉄道建設・運輸施設整備支援機構）

　北陸新幹線は、高速交通体系の中軸として国土の均衡ある発展に
不可欠なものであり、沿線地域の飛躍的な発展を図るうえで極めて
大きな効果をもたらすものである。
　また、大規模災害時等においては東海道新幹線の代替補完機能を
有するとともに、豪雪などの災害に強く信頼度の高い社会インフラ
でもあることから、日本海国土軸の形成に必要不可欠な国家プロジ
ェクトとして、大阪までの全線整備を早期に実現する必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　現在建設中の金沢・敦賀間について、令和５年度末までの
開業が確実に実現するよう最大限努力すること。

　　また、関西・中京圏と北陸圏との間の円滑な流動性を図る
ため、敦賀駅等における乗換利便性の向上策を講じるほか、
在来線特急の運行本数の維持・拡大とともに、「つるぎ」の
延伸をはじめ、北陸新幹線の運行本数の確保・拡大など、関
西・中京圏へのアクセス向上を図ること
2　敦賀・大阪間について、東海道新幹線の代替補完機能の確
立による災害に強い国土づくり、広域観光や地方創生に資す
ることから、環境アセスメントを速やかに進めるとともに、
着工５条件の早期解決により、令和５年度当初には着工し、
大阪までの早期全線整備を図ること
3　これらを実現するため、収支採算性に優れた北陸新幹線の
事業費として、金沢・敦賀間の建設財源を十分に確保すると
ともに、敦賀・大阪間への着工を見据え、新幹線への公共事
業費の大幅な拡充・重点配分、貸付料財源の最大限の確保
（前倒し活用や算定期間の延長等）、既設新幹線譲渡収入や鉄
道・運輸機構の特例業務勘定の利益剰余金の活用、必要に応
じ財政投融資の活用等により必要な財源を確保され、整備ス
キームを見直すこと
4　地方負担については、沿線の地方自治体に過度の負担が生
じないよう、コスト縮減や国家プロジェクトにふさわしい十
分な財政措置を講じること
5　「かがやき」については、定期列車が全列車停車とされた
富山駅以外の新高岡駅等県内駅についても、流動頻度の高い
時間帯等について、定期列車の停車や臨時列車の増便・停車
となるよう、また、「はくたか」の臨時列車についても、黒
部宇奈月温泉駅にも停車するよう、配慮いただきたいこと
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「北陸新幹線」駅・ルート図

※令和元年11月26日に鉄道・運輸機構が公表した環境影響評価方法書に示された概略の路線。
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57　並行在来線への支援及び地域鉄道等の
　　維持・活性化について

（国土交通省、総務省、財務省）

　本県の並行在来線は、日常生活を支える重要な路線であるととも
に、広域・幹線物流ネットワークを支える重要な役割を担っている
ことから、国の責任において、運営会社を支援し、経営の安定を図
っていく必要がある。
　また、その他の地域鉄道等についても、安全性・利便性の向上を
図りながら、維持活性化してくことが極めて重要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　並行在来線を将来にわたって持続可能なものとするため、
⑴　大規模修繕・改良、車両更新等の支援に係る予算の確保、
税制上の優遇措置の充実など、国の十分な支援による地方
公共団体の負担軽減となる仕組みを確立すること

⑵　ＪＲから鉄道・運輸機構に支払われる貸付料には、ＪＲ
が並行在来線を経営しないことによる赤字解消相当分も含
まれていることなどから、並行在来線の維持確保の財源と
して活用を図ること。また、令和13年度以降の貨物調整金
制度の見直しに適切に対応すること

2　県内の交通ネットワークの充実と利用促進を図るため、
⑴　並行在来線とＪＲとの乗継割引をはじめとする他の交通
機関等との連携など利用促進策に対して支援すること

⑵　特急ひだ（富山～高山間）の増便や北陸新幹線との乗継
割引など広域交通の利便性向上に係るＪＲとの協議に対す
る支援を行うこと

3　バリアフリー化や全国相互利用可能な交通ＩＣカードの導
入、城端線の増便、城端線・氷見線のＬＲＴ化検討など、公
共交通事業者や沿線市の連携等による地域交通の利便性向上
に資する取組みに対する支援を行うこと
4　安全輸送施設等の更新、除雪車両の導入など鉄道軌道の安
全性向上に係る予算の確保、災害復旧に係る支援制度の拡充
を図ること
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58　地域におけるバス路線等の地域公共交通への
　　支援の充実について

（国土交通省）

　地域におけるバス路線等の地域公共交通は、県民や県外からの来
訪者にとって重要な移動手段であり、人口減少や高齢化等も踏まえ、
将来にわたり持続可能な交通サービスを維持・確保、充実していく
ことが重要である。
　本県では、「富山県地域交通ビジョン」を策定し、「つかいやすく、
わかりやすい、持続可能な」地域交通の実現に向けて、取組みを行
っているところである。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　新型コロナウイルス感染症の影響による減収に対する補助
制度の構築や、ウィズ・アフター・ビヨンドコロナ時代の新
しい生活様式確立に伴う公共交通機関の利用動向を見据えた、
既存補助事業の拡充・補助要件の緩和など、公共交通事業者
に対し十分な財政支援を行うこと
2　バス事業者の地域間幹線系統や地域内フィーダー系統に対
する補助金等について、地域の実情に応じて必要なバス路線
を適切に維持・確保できるよう、制度の充実と十分な予算確
保を図ること

　　また、制度の見直しにあたっては、地方の意見や実情を十
分に踏まえた上で、見直しを行うこと
3　市町村等においてまちづくりと一体となったバス路線等の
地域交通ネットワークの充実を図るため、地域公共交通計画
等の策定に対する支援について、十分な予算確保を図ること
4　バス利用者の利便性向上のため、バリアフリー化やＩＣＴ
を活用した情報提供の取組みを推進する自治体等へ支援の充
実を図ること
5　バス運転手不足の解消に向けた具体的な策を講じること
6　地域公共交通の維持・確保に資する、ＭａａＳや自動運転
等の新たな移動サービスについて、新技術の開発や導入・普
及を推進するとともに、補助制度の充実を図ること
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59　都市基盤整備の推進について
（国土交通省）

　北陸新幹線開業効果を持続・深化させ、都市の活性化や個性豊か
で魅力あるまちづくりなどにより地方創生を推進するため、特に
富山駅での連続立体交差事業の加速化を図るなど、次の都市基盤の
整備について格段の配慮を願いたい。

1 　富山駅周辺の整備
　⑴　富山駅付近連続立体交差事業の促進
　　　　富山地方鉄道本線、あいの風とやま鉄道線
　⑵　駅周辺のアクセス道路等
　　　　（都）牛島蜷川線、（都）富山駅横断東線　ほか
2　街路の整備
　⑴　公共交通を支援する道路の整備
　　　　（都）戸出東西中央線　ほか
　⑵　中心市街地の活性化を支援する道路の整備
　　　　（都）総曲輪線　ほか
3　土地区画整理事業等の推進
　⑴　中心市街地の良好な住環境の整備
　　　　黒部市三日市保育所周辺地区（土地区画整理事業）ほか
　⑵　民間活力を活かした組合区画整理事業の推進
　　　　朝日町泊駅南地区
　⑶　まちの活力を維持・増進する中心拠点の整備
　　　　氷見地区（都市構造再編集中支援事業）　ほか
4　都市公園の整備
　　都市にうるおいとやすらぎを与え、災害時には避難地や防
災拠点ともなる都市公園の整備

　　　　富山県総合運動公園、砺波チューリップ公園　ほか
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富山駅周辺の整備

都市計画道路 総曲輪線 

東から西を望む

整備前

富山駅北口

整備後（整備済工区）

○富山地方鉄道本線の高架化
○駅周辺のアクセス道路の整備

○無電柱化により快適な歩行空間を確保
○魅力ある都市景観の形成により、観光客の増加等、
　中心市街地活性化に寄与
○災害時の電柱倒壊や電線切断などの危険性を除去
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60　地方創生や国土強靱化に向けた道路整備の促進
　　について

（国土交通省）

　道路は、県民生活や経済活動を支える基礎的な社会資本であり、
安全・便利で快適な生活が営めるよう高規格道路から生活道路まで、
体系的な道路整備を進めている。
　本県では、観光振興、産業・地域活性化の取組みを加速し地方創
生を実現させるとともに、頻発する災害を踏まえ、強靱な国土づく
りを目指すうえでも、道路の整備促進に取り組んでいる。
　ついては「防災・減災、国土強靱化のための 5か年加速化対策」
の計画的な執行に必要な予算・財源の総額を当初予算に別枠で安定
的に確保し、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　高規格道路等の整備促進
　⑴　能越自動車道
　　　　輪島市までの早期全線開通
　　　　地方の意見を踏まえた国等による一元的管理
　　　　福岡ＰＡの活用など利用者の利便性向上対策
　⑵　高規格道路
　　　　富山高山連絡道路（猪谷楡原道路、大沢野富山南道路）
　　　　富山外郭環状道路（豊田新屋立体、中島本郷立体）
　　　　高岡環状道路（六家立体、県道高岡環状線）
　⑶　北陸と関東を結ぶ広域道路
　　　　中部縦貫自動車道、北アルプスゴールデンルート
　⑷　東海北陸自動車道　城端ＳＡのスマートＩＣ化
　⑸　一般国道、県道及び市町村道
　　　　国道８号（入善黒部バイパス、倶利伽羅防災）
　　　　国道415号（新庄川橋）
　　　　県道富山立山公園線（富立大橋）　ほか
2　安全・安心のみちづくりの促進
　⑴　通学路対策など交通安全施設の整備
　⑵　落石、雪崩などに対する防災対策施設や県境道路等の整備
　⑶　道路施設の老朽化対策等
　⑷　十分な除雪予算の確保や除雪機械・消雪施設の更新等
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富山外郭環状道路 豊田新屋立体
（現道（国道８号）状況）

高岡環状道路（県道高岡環状線）
（現道状況）
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61　東海北陸自動車道の全線四車線化について
（国土交通省、財務省）

　本県は、日本海側の中心に位置し、北陸新幹線や高速道路、空港
などにより各県、地域を結び、環日本海地域をはじめ世界をもつな
ぐ「北陸の十字路」である。この地理的な優位性を活かし、地域間
の連携を強め、飛躍する富山の創造を目指している。
　この実現には、南北に各県、地域を結ぶ東海北陸自動車道を全線
四車線化し、日本海国土軸と太平洋新国土軸との連携を強化するこ
とが不可欠である。
　これまでに付加車線の設置工事に加え、 2区間の四車線化が事業
化されたほか、昨年11月には、城端ＳＡから福光ＩＣまでの四車線
化が完成した。
　これらの整備に加え、残る県内区間及び飛驒トンネルに早期着手
し、全線四車線化の実現に繋げていきたい。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　早期事業着手
　・福光ＩＣ～南砺スマートＩＣ間
　・飛驒清見ＩＣ～白川郷ＩＣ間

2　整備促進
　・南砺スマートＩＣ～小矢部砺波ＪＣＴ間
　・五箇山ＩＣ～城端ＳＡ間
　・白川郷ＩＣ～五箇山ＩＣ間
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62　災害につよく強靱な県土づくりに向けた
　　防災・減災対策の推進について

（国土交通省、農林水産省、厚生労働省、経済産業省）

　近年、気候変動の影響により自然災害が激甚化、頻発化しており、その
一方で高度成長期を中心に整備された公共土木施設の老朽化が進展してい
る。こうした中、本県では、災害から県民の生命と財産を守り、県のさら
なる成長に繋げるため、治水・土砂災害対策やインフラの老朽化対策など
「令和の公共インフラ・ニューディール政策」に取り組んでいる。
　ついては、「防災・減災、国土強靱化のための 5か年加速化対策」の計
画的な執行に必要な予算・財源の総額を当初予算に別枠で安定的に確保し、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　流域治水の推進
　⑴　河川改修事業　　　　　神通川（国直轄）、地久子川、鴨川　ほか
　⑵　堰堤改良事業　　　　　和田川ダム　ほか
　⑶　農地防災事業　　　　　国営附帯県営「庄川左岸地区」ほか
　⑷　下水道事業　　　　　　蓮花寺東排水区、村木排水区　ほか
2　土砂災害対策等の推進
⑴　砂防事業　　　　　　　立山砂防（国直轄）、池川　ほか
⑵　治山事業　　　　　　　常願寺川地区（国直轄）、上畠地区　ほか
⑶　地すべり対策事業　　　胡桃地区、石堤平尾地区、峰２期地区　ほか
⑷　急傾斜地崩壊対策事業　本江⑵地区　ほか
3　海岸保全対策の推進
　　海岸侵食対策事業等　　　下新川海岸（国直轄）、富山海岸、
　　　　　　　　　　　　　　魚津港海岸、水橋漁港海岸　ほか
4　地震・津波対策の推進
⑴　海岸・港湾・漁港施設における地震・津波対策の整備推進
⑵　橋梁の耐震化や緊急輸送道路となる道路ネットワーク等の整備
推進

5　公共土木施設などの長寿命化・老朽化対策の推進
　　道路施設、港湾施設、河川管理施設、農業水利施設、水道施設、
工業用水道施設などの長寿命化等の戦略的維持管理・更新の実施に
対する支援
6　流木対策の推進
　　渓流等における流木対策施設の整備　
　　　神通川水系砂防（国直轄）、内生谷西沢、境地区　ほか
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集中豪雨による
市街地の浸水被害

令和元年台風19号による災害
［令和元年10月朝日町］

記録的集中豪雨（132mm/h）による
土砂災害［平成20年７月南砺市］

山腹崩壊による土砂災害
［平成29年１月南砺市］

高波（寄り回り波）による災害
［平成20年２月入善町］

地久子川［平成24年７月　高岡市］

笹川の護岸欠損

太谷川

魚津市街地［平成25年８月］

谷内谷

防波堤を乗り越える高波（芦崎）
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63　利賀ダムの建設促進について
（国土交通省）

　一級河川庄川では、昭和51年の台風17号や平成16年の台風23号に
よる出水など幾度も洪水による大きな被害が発生しており、早期の
治水対策が強く求められている。
　このため、国による利賀ダムの建設が平成 5年度から進められて
いる。
　利賀ダム建設事業については、国において、平成22年 9 月からダ
ム事業の検証が行われた結果、平成28年 8 月に事業を継続するとの
対応方針が決定されたところであり、将来、国道471号利賀バイパ
スの一部となる利賀トンネルなどの整備が進められており、令和 3
年度には、ダム本体着工に必要となる転流工に着手されるところで
ある。
　利賀ダムは、庄川水系河川整備基本方針に定められた150年に 1
回程度発生する洪水に対応できる治水安全度を確保するために計画
されたものである。
　また、沿川の全ての市長がダム本体の早期整備を強く要望してお
り、近年、集中豪雨等による災害が全国的に頻発していることから
も極めて重要なものである。
　ついては、災害につよく強靱な県土づくりを推進し、沿川住民の
生命と財産や地域の安全を守るため、次の事項について格段の配慮
を願いたい。

　事業執行の効率化やコスト縮減をより一層進め、総事業費の
抑制に最大限努めるとともに、計画的かつ１日も早い完成を図
ること
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64　ダイオキシン類対策について
（国土交通省、環境省）

　ダイオキシン類については、人の健康や生態系に有害な影響を及
ぼすおそれがあることから、環境汚染の実態把握や事業者への適正
な監視・指導などの積極的かつ速やかな対応が必要となってきてい
る。特に、ダイオキシン類に汚染された富岩運河等における改善対
策の実施とその維持管理が必要である。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　公害防止対策事業の推進に必要な予算確保

2　大量のダイオキシン類汚染土を対象とした、安全で低コス
トな無害化処理技術の確立

3　覆砂、浚渫除去等による改善対策後の維持管理費の、「公
害防止事業費事業者負担法」に基づく事業者負担の制度化

4　ダイオキシン類の迅速で低コストな測定法の開発のさらな
る推進
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65　「国際拠点港湾」伏木富山港の機能強化等について
（国土交通省）

　日本海側の中心に位置する「国際拠点港湾」伏木富山港は、興隆
する対岸諸国の経済発展等を我が国の成長に取り込む重要な役割を
担うとともに、太平洋側港湾の代替機能としての強化が求められて
いる。このため、環日本海地域をはじめ世界をもつなぐ「北陸の十
字路」構想の実現に向け、本港のさらなる機能強化を図る必要がある。
　また、今後、港湾施設の老朽化が進み、維持管理や更新費用の増
大が見込まれるため、計画的・効率的な管理運営を図る必要がある。
　さらに、新川地域の海上輸送拠点である魚津港の老朽化対策、運
河整備による親水空間の創出や海岸整備による防災対策を推進する
必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　「国際拠点港湾」伏木富山港の機能強化
　　・新湊地区
　　　　中央岸壁（－14ｍ）の整備・泊地増深、
　　　　国際物流ターミナル北４号岸壁の延伸、
　　　　西波除堤の老朽化対策、新港大橋の耐震対策、
　　　　海王丸パーク・新湊大橋周辺の緑地整備
　　・伏木地区
　　　　北防波堤の老朽化対策、臨港道路伏木外港１号線、
　　　　外港緑地の整備、伏木港大橋の老朽化対策
　　・富山地区
　　　　２号岸壁（－10ｍ）の老朽化対策、
　　　　富岩運河・住友運河の遊歩道整備
　　・国有港湾施設の国の負担による維持管理　　　ほか
2　魚津港の老朽化対策の推進
　　・岸壁等の老朽化対策
3　海岸整備の推進
　　・伏木富山港海岸、魚津港海岸の海岸侵食対策　ほか
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66　総合的な空き家対策の推進について
（国土交通省、総務省）

　少子高齢化・人口減少社会の到来や景気の低迷等により空き家・
空き建築物が増加してきており、県内全域において、景観・環境・
防犯上の問題が懸念されている。
　こうしたなか、平成27年 5 月には、「空家等対策の推進に関する
特別措置法」が全面施行され、県や市町村、民間関係団体が連携し
て、空き家や跡地の利活用、老朽危険空き家等に対する是正措置等
の対策に取り組んでいるところである。
　ついては、地方創生を実現する観点からも、引き続き、総合的な
空き家対策を推進するため、次の事項について格段の配慮を願いたい。

　空き家の利活用による移住など地域活性化、空き家の適正管
理や除却を推進するため、国による税財政支援措置等の拡充・
強化を図ること
⑴　空き家を利活用した移住などを促進するための市町村の
取組みに必要な予算の確保

⑵　空き家の活用・除却を促進するための固定資産税におけ
る住宅用地特例を適用除外とする基準の明確化

⑶　所有者等が不明の特定空家等に対する措置への技術的・
財政的な支援

⑷　危険な状態が切迫している空き家に対する緊急安全措置
（即時強制）への支援
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67　「立山黒部」の高付加価値化の推進について
（国土交通省、内閣官房、環境省、農林水産省、総務省）

　富山県では、「立山黒部」の持つ自然・歴史・文化・産業・防災
といった多種多様な魅力をより一層磨き上げ、「立山黒部」を世界
水準の「滞在型・体験型」の山岳観光地とするため、様々なプロジ
ェクトを推進している。
　また、60年来の課題であった「黒部ルートの一般開放・旅行商品
化」については、関西電力株式会社と協定を締結し、新たな観光ル
ートの形成に向けた準備を進めている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　関西電力黒部ルート、立山砂防、布橋灌頂会などの「防
災・産業」、「歴史・文化」を素材とした観光商品化への支援
2　関西電力黒部ルート及びその周辺登山道における携帯電話
不感エリア解消への支援
3　立山・美女平間の新たなアクセス手法の整備（必要な調査
検討等を含む）に対する支援
4　称名滝を十分眺望でき、観光客の満足度を高めるための施
設を国において整備
5　国立公園満喫プロジェクト2021年度以降の取組方針におい
て示された「さらなる高みを目指した集中的な取組」の「立
山黒部」での推進
6　国立公園と国有林の連携事業において重点地域に選定され
た「中部山岳国立公園」について、自然保護と利用の両立に
向けた取組の推進
7　ＩＣＴを活用した旅行者の利便性向上等への支援
8　登山道の整備や英語表記、山岳トイレなどの整備・更新へ
の支援
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68　戦略的な観光地域づくりの推進について
（国土交通省、内閣官房、文部科学省）

　本県では、平成27年 3 月の北陸新幹線開業以降、多くの観光地等
で入込み数が増加するなど、その効果を生かした観光振興に取り組
んできた。一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う国内
外の観光需要の縮小により、県内観光も極めて甚大な影響を受けて
おり、本県では、現在、需要回復に向けた取組みや関係事業者への
切れ目のない支援に取り組んでいるところである。
　今後とも、マイクロツーリズムの推進などウィズコロナからの観
光の復興に取り組むとともに、高付加価値の観光コンテンツの創出
や、北陸新幹線の敦賀延伸も踏まえた広域連携による誘客強化、デ
ジタル技術を活用した観光需要の喚起を図っていくこととしている。
　これらのアフターコロナを見据えた魅力ある観光地域づくりにつ
いて、登録ＤＭＯである（公社）とやま観光推進機構等と連携し、
官民一体となって取り組み、観光消費の増大と観光振興による地域
経済の活性化を目指していく。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　裾野の広い観光産業の再活性化に向け、大規模かつ積極的
な観光需要創出・消費喚起策の継続的な実施に加え、特に大
きな損失を被っている観光関連事業者への手厚い経営支援
2　戦略的な観光地域づくりへの支援
⑴　地域資源の磨き上げなど官民一体となった観光地域づく
りの取組みへの支援

⑵　富裕層など長期滞在や高単価の客層の誘致にもつながる、
上質で利便性の高い受入環境整備への支援

⑶　グローバル化や観光ニーズの多様化に対応できる人材育
成への支援

3　国際観光旅客税の税収の一定割合を地方団体にとって自由
度が高く、創意工夫が活かせる交付金等による地方への配分
4　観光立国に向けた意欲的な地方自治体の取組みに対する重
点支援
5　文化財の観光資源としての活用への支援
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69　国際・広域観光の振興について
（国土交通省、内閣官房）

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、外国人旅行者数は大き
く減少し、県内観光も極めて甚大な影響を受けている中、本県では、
観光事業者への切れ目のない支援に取り組んでいる。
　また、新型コロナウイルス感染症の収束を見据え、地域の観光資
源を活用したプロモーションや、北陸や中部山岳地域などを巡る広
域的な取組み、利便性の向上を図るための受入環境整備を進めつつ、
世界中に向け、本県の魅力的な観光資源を戦略的にアピールし、誘
客促進に努めていくこととしている。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　各国・地域における新型コロナウイルス感染症の不安を払
拭したうえでの戦略的な訪日プロモーションの実施

2　自治体やＤＭＯ、民間事業者等が連携して実施する広域周
遊観光を促進する取組みや、オンラインツールを活用した調
査分析・情報発信等に対する支援

3　訪日外国人旅行者がストレスなく快適に旅行するための多
言語表記やトイレの洋式化、バリアフリー化、感染症対策等
の受入環境整備への支援の拡充

4　クルーズ見本市への出展や海外船主招聘事業の拡大など海
外へのクルーズ・プロモーションの強化

5　国際会議の誘致促進



―　　―80

70　循環型社会の形成に向けた廃棄物・リサイクル
　　対策の推進について

（環境省、経済産業省、農林水産省、消費者庁）

　本県では、昨年 7月にスタートした国の全国一律の有料化義務化
の参考とされた全国初の県内全域でのレジ袋の無料配布廃止をはじ
め、Ｇ 7富山環境大臣会合で採択された「富山物質循環フレームワ
ーク」を踏まえ、全国に先駆けた食品ロス削減のための商慣習見直
しや食品ロス削減推進計画の策定、使い捨てプラスチック削減のた
めの食品スーパーでの食品容器のノートレイ化やバイオマスプラス
チック等の代替容器への転換促進など、循環型社会の形成に向けた
施策をＳＤＧｓの理念にも沿った取組みとして重点的に推進してきた。
　また、プラスチック資源循環促進に関する新たな制度の創設に向
けた国の動きなども踏まえつつ、環境保全のフロントランナーとし
て 3Ｒの拡大に今後とも取り組んでいきたい。
　ついては、これらの施策を着実に推進するため、次の事項につい
て格段の配慮を願いたい。

1 　プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に要
する市町村の新たな事務負担に対する財政措置等の支援
2　プラスチック代替素材である紙やバイオマスプラスチック
製容器の利用促進に向けた低コスト化の促進、研究・開発へ
の支援
3　厚さや素材による例外のないレジ袋有料化の推進
4　食品ロス・食品廃棄物の削減に向けた国民運動の展開や商
慣習の見直しに関する業界団体の積極的な取組みの促進、食
品ロス削減推進計画に基づき実施する対策への支援
5　市町村等が３Ｒを総合的に推進するための廃棄物処理施設
整備の財源の確保
6　ＰＣＢ廃棄物の期限内の処理完了に向けた周知・啓発の徹
底並びにＰＣＢ廃棄物の処理体制の整備促進及びＰＣＢ廃棄
物処理に対する財政支援
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71　カーボンニュートラルの実現に向けた
　　省エネルギー・再生可能エネルギー対策や
　　新エネルギー資源開発の推進について

（環境省、経済産業省、国土交通省）

　本県では、2050年までにカーボンニュートラルを目指す「とやま
ゼロカーボン推進宣言」を昨年 3月に宣言し、省エネルギーや再生
可能エネルギー導入促進、森林整備等に取り組んでいる。
　今後はこうした取組みに加え、グリーン分野での産学官連携の技
術開発促進や企業の競争力強化に資する新たな事業を実施するとと
もに、県と市町村で構成する「ワンチームとやま」の連携推進項目
として「ゼロカーボンシティ富山の実現」を掲げ、連携の基盤強化
を図ることとしている。
　また、新エネルギー資源の開発等について、官民が一体となって、
水素ステーションの整備やＦＣＶ（燃料電池自動車）の普及に向け
積極的に取り組んでいるほか、地熱発電について、開発調査を積極
的に進めているところである。
　さらに、日本海側の表層型メタンハイドレートについては、開発
に向けた取組みを一層加速化させる必要がある。
　ついては、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　カーボンニュートラルに資する技術革新の促進及び地方自
治体の取組みへの支援
2　環境に配慮した住宅やビル、自動車や産業用省エネ設備、
エネルギー管理システムの導入促進など省エネルギーの普及
に関する制度、支援の充実
3　地方自治体による地球温暖化対策を一層推進するため、公
共施設の省エネルギー診断、再生可能エネルギー導入等への
支援の継続
4　地熱資源開発に対する長期的な支援と技術開発の推進や、
小水力発電に係る適正な買取価格の設定など、地域特性を活
かした再生可能エネルギーの普及・導入促進に関する支援の
充実や規制改革の推進
5　水素ステーションの設置と運営に係る補助制度の充実・継
続や規制改革の着実な推進、水素サプライチェーンの構築を
見据えた水素の利活用推進への支援の充実
6　ＦＣＶ（燃料電池自動車）の普及に係る補助制度の充実と
継続
7　日本海側（富山トラフなど）における表層型メタンハイド
レートの資源量全体を把握するための調査の実施や回収・生
産技術の開発の促進
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72　環日本海地域の環境保全施策（漂着ごみ、
　　生物多様性、ＰＭ2.5対策等）の推進について

（環境省、外務省、国土交通省）

　日本・中国・韓国・ロシアが共同で北西太平洋の環境保全に取り
組む北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）が採択され、その
地域調整部（ＲＣＵ）が本県と韓国 山に共同設置されているほか、
本県が設立した（公財）環日本海環境協力センター（ＮＰＥＣ）が
特殊モニタリング・沿岸環境評価地域活動センター（ＣＥＡＲＡＣ）
に指定されている。
　また、本県では、環日本海地域の地方自治体等と連携して、海岸
生物調査、マイクロプラスチックを含む海岸漂着物の調査と発生抑
制に向けた環境学習・啓発、環境関連情報の共有・発信などの国際
環境協力事業に継続的に取り組むとともに、衛星画像解析による富
山湾の藻場の生息状況等の調査を実施している。
　さらに、ＰＭ2.5については、平成26年 2 月に本県初の注意喚起
を実施しており、県内の監視体制や県民への情報提供の強化を図っ
ているほか、その原因の一つとされる揮発性有機化合物の中国遼寧
省における対策に技術協力しているところである。
　ついては、環日本海地域の環境保全施策を一体的に推進するため、
次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡＰ）地域調整部
（ＲＣＵ）富山事務所並びに地域活動センター（ＣＥＡＲＡＣ）
への支援の確保等
2　海洋ごみ、生物多様性、気候変動などの国際的な環境問題
について環日本海地域の産学官が連携して実施する環境学
習・啓発などの取組みへの支援と国における対策の充実
3　ＰＭ2.5による健康影響や発生実態などの科学的知見の充
実と国民への適切な情報提供、国と地方の研究機関の連携に
よる実態把握や対策に向けた調査研究の推進、関係国に対す
る発生源対策の促進の働きかけ
4　海岸漂着物等の発生抑制や回収処理に対する地方（海岸管
理者、市町村等）への財政支援のための十分な予算の確保と
充実
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73　自然環境保全施策（国立公園の施設整備、
　　野生鳥獣管理）の推進について

（環境省）

　中部山岳国立公園の立山室堂や黒部峡谷欅平など、国立公園の保
護及び利用上重要な地域においては、老朽化した施設の改良や登山
道等の再整備、外国人にも対応した案内看板等、国直轄事業や国交
付金事業の活用により、施設整備を着実に実施する必要がある。
　また、本県においては指定管理鳥獣（ニホンジカとイノシシ）の
生息数の増加や生息域の拡大が進み、農林業や生活環境、自然環境
への被害、イノシシのＣＳＦ（豚熱）感染が拡大しており、捕獲の
強化が急務である。
　県では、指定管理鳥獣捕獲等事業により、「富山県捕獲専門チー
ム」を設置し、専門的で効率的な捕獲や担い手育成に積極的に取り
組んでおり、チーム数を計画的に増設するなど、捕獲体制の強化を
図っている。
　ついては、本県の優れた自然環境の保全と利用、野生鳥獣管理の
推進を図るため、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　中部山岳国立公園の整備の推進
　⑴　国直轄事業
　　　・歩くアルペンルート（千寿ヶ原弘法線）
　　　・雷鳥沢休憩所（改修・噴石対策）
　　　・大観台園地（園路、展望広場の再整備）
　⑵　国交付金事業
　　　・立山地区（弥陀ヶ原園地周遊歩道）
　　　・薬師岳地区（折立太郎山線）
　　　・欅平地区（欅平園地落石防護対策）
2　指定管理鳥獣捕獲等事業予算の確保
　　・計画策定や効果的捕獲、担い手の育成、ＣＳＦ対策とし

ての捕獲の強化などに必要な予算の十分な確保と補助率
の維持
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74　原子力防災対策の強化について
（環境省（原子力規制委員会、原子力規制庁）、内閣府、総務省、経済産業省）

　本県では、万が一の原子力災害に備え、原発立地県や市町村、関
係機関と連携しながら、原子力防災対策の一層の充実・強化に取り
組んでいるところであり、次の事項について格段の配慮を願いたい。

1 　原子力発電所の安全対策の徹底
⑴　福島第一原発事故を踏まえ、規制基準や法制度を絶えず
見直していくなど、原発の安全確保対策の充実強化に不断
に取り組むとともに、電力会社に対する指導・監督を徹底
すること

⑵　原発敷地内の断層調査を含む安全審査や再稼働について、
科学的な調査・分析、十分な検証等を行い総合的に判断し、
その結果を住民等も理解し納得できるよう丁寧に説明する
こと

2　原子力防災対策の充実
⑴　屋内退避の期間や解除に係る考え方、家屋が倒壊した場
合の対応などを原子力災害対策指針等に反映するなど、最
新の知見等を踏まえ、継続的に原子力防災対策の充実に努
めること

⑵　避難退域時検査の体制構築や、広域避難における関係自
治体や関係機関との調整及び支援体制の構築、ＵＰＺ外の
社会福祉施設等への避難における特例措置の制度化など、
避難対策に万全を期すこと。また、感染症対策を踏まえた
避難については、地方自治体の意見を取り入れた支援策の
充実を図ること

⑶　ＵＰＺ内の社会福祉施設における防護対策をより一層推
進するため、屋内退避のための放射線防護対策や必要な資
機材整備等を拡充すること

⑷　発災時の発電所の状況や避難情報の提供、安定ヨウ素剤
の服用根拠の明確化や配備体制の整備、ＵＰＺ外の緊急時
モニタリング体制の構築や屋内退避等に必要な防護措置、
測定結果に基づく避難経路検討等原子力防災対策を一層充
実すること

⑸　地方公共団体の原子力防災対策経費について、職員の人
件費も含めた確実な財政措置や、ＵＰＺ内地方公共団体へ
の新たな交付金などの財政支援を講じること。また、原子
力防災研修を国の責任において実施し、その内容を充実す
ること
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